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鏡石町告示第３６号 

 

 第１２回鏡石町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  平成３０年５月３１日 

 

鏡石町長  遠 藤 栄 作 

 

 １ 期  日  平成３０年６月６日 

 

 ２ 場  所  鏡石町役場議会議場 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（１１名） 

    １番  小 林 政 次 君       ３番  橋 本 喜 一 君 

    ４番  古 川 文 雄 君       ５番  菊 地   洋 君 

    ６番  長 田 守 弘 君       ７番  畑   幸 一 君 

    ８番  井土川 好 髙 君       ９番  大河原 正 雄 君 

   １０番  今 泉 文 克 君      １１番  木 原 秀 男 君 

   １２番  渡 辺 定 己 君 

 

不応招議員（なし） 



 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 
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平成３０年第１２回鏡石町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成３０年６月６日（水）午前１０時開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長の説明 

日程第 ５ 報告第 ３６号 専決処分した事件の承認について 

日程第 ６ 報告第 ３７号 専決処分した事件の承認について 

日程第 ７ 報告第 ３８号 専決処分した事件の承認について 

日程第 ８ 報告第 ３９号 専決処分した事件の承認について 

日程第 ９ 報告第 ４０号 専決処分した事件の承認について 

日程第１０ 報告第 ４１号 専決処分した事件の承認について 

日程第１１ 報告第 ４２号 専決処分した事件の承認について 

日程第１２ 報告第 ４３号 専決処分した事件の承認について 

日程第１３ 報告第 ４４号 専決処分した事件の承認について 

日程第１４ 報告第 ４５号 専決処分した事件の承認について 

日程第１５ 報告第 ４６号 鏡石町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第１６ 報告第 ４７号 鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越 

              計算書について 

日程第１７ 報告第 ４８号 鏡石町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第１８ 諮問第  ４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１９ 議案第２１２号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに 

              ついて 

日程第２０ 請願・陳情について 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

──────────────────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

     １番  小 林 政 次 君      ３番  橋 本 喜 一 君 
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     ４番  古 川 文 雄 君      ５番  菊 地   洋 君 

     ６番  長 田 守 弘 君      ７番  畑   幸 一 君 

     ８番  井土川 好 髙 君      ９番  大河原 正 雄 君 

    １０番  今 泉 文 克 君     １１番  木 原 秀 男 君 

    １２番  渡 辺 定 己 君 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 遠 藤 栄 作 君 副 町 長 小 貫 忠 男 君 

教 育 長 髙 原 孝一郎 君 総 務 課 長 栁 沼 英 夫 君 

税務町民課長 橋 本 喜 宏 君 
福 祉 こ ど も 
課 長 関 根 邦 夫 君 

健康環境課長 菊 地 勝 弘 君 産業課副課長 小 林   誠 君 

上下水道課長 吉 田 竹 雄 君 都市建設課長 小 貫 正 信 君 

教 育 課 長 角 田 信 洋 君 
会 計 管 理 者 
兼 室 長 長谷川 静 男 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 栁 沼 和 吉 君 

教 育 委 員 会 
委 員 長 力 丸 次 雄 君 

農 業 委 員 会 
会 長 菊 地 榮 助 君 

選 挙 管 理 
委員会委員長 大河原 八 郎 君 

監 査 委 員 根 本 次 男 君   

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 
局 長 小 貫 秀 明 副 主 査 藤 島 礼 子 
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開会 午前１０時００分 

◎開会の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまから第12回鏡石町議会定例会を開会いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎表彰状伝達 

○議長（渡辺定己君） ここで、会議に先立ち、福島県町村議会議長会から今泉文克君並びに

木原秀男君が在職20年以上として特別功労者として表彰されました。また、不肖私も自治功

労者として表彰されましたので、その伝達を行います。 

〔表彰状伝達〕（拍手） 

──────────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員長報告 

○議長（渡辺定己君） 初めに、定例会の運営について、議会運営委員長から報告を求めます。 

  ６番、長田守弘君。 

〔議会運営委員長 長田守弘君 登壇〕 

○６番（議会運営委員長 長田守弘君） ご報告します。 

  第12回鏡石町議会定例会会期予定表。 

  平成30年６月６日水曜招集、日時、日、曜、会議内容の順でご報告します。 

〔以下、「会期予定表」により報告する。〕 

──────────────────────────────────────────── 

◎招集者挨拶 

○議長（渡辺定己君） 本定例会に当たり、町長から挨拶があります。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） おはようございます。 

  第12回鏡石町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  ただいまは、会議に先立ちまして、長年の議員活動のご功績により、福島県町村議会議長

会より特別功労者表彰を受賞されました今泉文克議員、木原秀男議員を初め、福島県町村議

会議長会自治功労者表彰を受賞されました渡辺定己議長には、まことにおめでとうございま

す。この受賞をぜひ町発展と町民福祉の向上のため、ますますご活躍されますことをご期待

申し上げます。おめでとうございました。 

  さて、本日ここに、第12回鏡石町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には
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公私ともお忙しいところをご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。厚く御礼

を申し上げる次第であります。 

  先日の田んぼアート田植え祭りは天候にも恵まれ、町内外から多くの参加者を得まして、

無事終了いたしました。季節ごとに変わる風景を楽しみながら、実りの秋が無事に迎えられ

ますよう願っているところであります。 

  今定例会につきましては、専決処分した事件の承認についての報告10件、繰越計算書の報

告３件、条例の一部改正１件、平成30年度補正予算２件、反訴の提起１件、同意１件、諮問

１件の合わせて20件を提案するものであります。 

  よろしくご審議をいただきまして、議決、承認、同意を賜りますようお願い申し上げまし

て、開会に当たりましてのご挨拶といたします。よろしくお願いします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） ただいまの出席議員数は11名です。定足数に達していますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

  なお、２番、吉田孝司君にあっては、平成30年５月22日に鏡石町長選挙候補者に立候補

したことにより、地方自治法第141条第２項及び公職選挙法第90条に基づき、兼職禁止規定

にてその職を辞したものとみなされるため、鏡石町議会議員を自動辞職いたしましたので、

ご報告いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（渡辺定己君） 本日の議事は、お手元に配付したとおり議事日程第１号より運営いた

します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定によって、３番、橋本喜一君、

４番、古川文雄君、５番、菊地洋君の３名を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（渡辺定己君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月12日までの７日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は７日間と決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（渡辺定己君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  閉会中の議会庶務報告については、お手元に配付の報告書によりご了承願います。 

  次に、例月出納検査の報告を求めます。 

  代表監査委員、根本次男君。 

〔監査委員 根本次男君 登壇〕 

○監査委員（根本次男君） おはようございます。 

  例月出納検査の結果を報告申し上げます。 

  いつものとおり、３カ月分をまとめて報告いたします。 

  例月出納検査報告書。 

  １、検査の対象、平成30年２月分、平成30年３月分、平成30年４月分、以上について、

それぞれ一般会計、上水道事業会計、９特別会計、各基金、歳入歳出外現金について、現金、

預金等の出納保管状況を検査いたしました。 

  ２、実施年月日、平成30年２月分につきましては、平成30年３月23日金曜日午後１時24

分から午後３時50分まで。平成30年３月分につきましては、平成30年４月25日水曜日午前

９時54分から午後２時19分まで。平成30年４月分につきましては、平成30年５月25日金曜

日午前９時27分から午後２時24分まで。 

  ３、実施場所、平成30年３月及び平成30年５月は議会会議室、平成30年４月は第二会議

室で実施いたしました。 

  ４、出席者職氏名、各会期の全ての例月期におきまして、議員の方々の出席もいただきま

した。会計管理者兼出納室長、上下水道課参事兼課長ほか２名。 

  ５、検査の手続、各月分とも検査の対象となった各会計、各基金及び歳入歳出外現金の出

納事務について、計数は正確か、現金、預金の保管状況は適正かに主眼を置き、それぞれ関

係帳簿、証書等の照合、その他通常実施すべき検査手続を実施いたしました。 

  ６、検査の結果、検査調書記載の計数と関係諸帳簿、証書類により計数審査を行い、各対

象月の末日現在における各金融機関提出の預金等残高証明書を照合した結果、平成30年２月

分、平成30年３月分、平成30年４月分とも、各会計、各基金及び歳入歳出外現金の全てに

ついて計数上の誤りはございませんでした。 

  なお、各月末日現在における現金、預金、基金の残高は、添付資料のとおりでございます。 
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  以上、報告申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 次に、事務組合議会の報告を求めます。 

  公立岩瀬病院企業団議会議員、５番、菊地洋君。 

〔公立岩瀬病院企業団議会議員 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（公立岩瀬病院企業団議会議員 菊地 洋君） 皆さん、おはようございます。 

  公立岩瀬病院企業団議会の報告をいたします。 

  平成30年３月公立岩瀬病院企業団議会定例会議事日程、平成30年３月29日木曜午後２時

開会。 

  議事日程第１号。 

  第１、会期の決定。 

  第２、会議録署名議員の指名。 

  第３、議案第１号 平成29年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算（第１号）。 

  第４、議案第２号 公立岩瀬病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例。 

  第５、議案第３号 公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例。 

  第６、議案第４号 平成30年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計予算。 

  以上。 

  詳細につきましては、お手元の資料にお目通しをいただきたいと思います。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 次に、議会運営委員会所管事務調査の報告を求めます。 

  ６番、長田守弘君。 

〔議会運営委員長 長田守弘君 登壇〕 

○６番（議会運営委員長 長田守弘君） 報告します。 

  平成30年６月６日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。 

  鏡石町議会運営委員会委員長、長田守弘。 

  議会運営委員会所管事務調査報告書。 

  平成30年５月８日火曜から９日水曜まで実施した所管事務調査の結果を次のとおり報告い

たします。 

  記。 

  １、調査目的、議会運営委員会の所管事項について、町村議会の先進議会の活動実態を視

察調査し、我が町の議会運営の参考とするために実施した。 

  ２、調査自治体、茨城県大洗町議会、茨城県美浦村議会。 

  ３、調査項目、（１）議会基本条例施行後の評価について、（２）議会報告会の実施内容



－9－ 

について、（３）議会としてのペーパーレスの取り組みについて、（４）委員会等の機能強

化について、（５）その他議会の活性化並びに議会運営を円滑に行う方策について。 

  ４、参加者、議会運営委員会６名、議長、事務局長、計８名。 

  ５、調査内容及び…… 

〔「文章省略」の声あり〕 

○６番（議会運営委員長 長田守弘君） 文章省略の声がありますので、９ページのまとめに

入ります。 

  まず、大洗町議会では、議会運営の特徴として傍聴者増への取り組みであり、前回の議会

傍聴者へ礼状を送付し、次回の傍聴につなげていく活動であります。 

  また、予算委員会及び決算委員会では、特別委員会ではなく常任委員会を設置している点

が挙げられます。 

  また、議会報告会の開催については、予算・決算議会終了後実施しており、２班構成、３

日間、６カ所で開催しているが、夜間とはいえ議員の負担は大きいといえるが、町民の声を

直接吸い上げるシステムの根幹であり、参加者が減少しても継続していくとの強い思いが伝

わってきた。 

  美浦村議会では、議会としてのペーパーレスの取り組みについて主に研修をしたが、タブ

レットの導入に至った経緯として、東日本大震災の経験により、ＩＣＴの活用が、被災状況

など住民に対して迅速かつ正確な情報発信ができないかという多少の目的の修正はあったも

のの、情報システムの最適化を目指し、ＩＣＴ機器の導入と活用を町全体として行政、教育、

住民と段階的に進めていく計画を策定している点が挙げられる。このことから、議会単独で

ペーパーレス化に取り組むことは非常に困難であると思われます。 

  また、詳細につきましては、報告書に記載のとおりであります。 

  最後に、茨城県大洗町議会及び美浦村議会へ今回の所管事務調査に対し、懇切、丁寧な説

明に感謝し、あわせて２町村の発展を祈念し報告といたします。 

  以上、ご報告します。 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎町長の説明 

○議長（渡辺定己君） 日程第４、所信及び行政報告として、町長の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） 本日、ここに第12回鏡石町議会定例会の開会に当たり、町政運営に当

たっての所信の一端を申し述べるとともに、提出いたしました議案の概要についてご説明申
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し上げます。 

  初めに、このたびの任期満了によります町長選挙におきまして、多くの町民の皆様のご支

援をいただき当選をさせていただきました。今後４年間、町政を担うという責任の重さを感

じ、身の引き締まる思いであります。選挙中、町民の皆様から寄せられた期待に応えるべく、

強い信念と情熱をもって公約に掲げた政策の実現に全力を尽くす所存であります。どうか議

員各位を初め、町民の皆様には、今後の町政運営に対しましてなお一層のご指導ご支援を賜

りますようお願い申し上げる次第であります。 

  次に、韓国と北朝鮮首脳による会談が４月27日軍事境界線のある板門店で開催され、「完

全な非核化により、核のない朝鮮半島の実現という共通の目標を確認した」とする板門店宜

言が署名されました。昨年８月と９月にＪアラートによるミサイル発射の警報が流れてから

８カ月が経過し、すぐには信じがたいところでありますが、今後、ミサイルの脅威と大きな

課題である拉致問題の一刻も早い解決を望むものであり、南北朝鮮の後ろ盾となっている米

国や中国、ロシアなどを含めた平和的な解決が図られることを切に願うところであります。 

  福島県産農産物の魅力を伝えるＣＭに無償で出演するなど、福島を熱心に応援してくれた

人気アイドルグループＴＯＫＩＯのメンバーが強制わいせつ容疑で書類送検されるという驚

きの事件がありました。ＴＯＫＩＯは、平成12年から始まった浪江町での「ＤＡＳＨ村」を

縁に、震災後は福島県のＰＲに起用されてきました。内堀知事は定例記者会見で、引き続き

力をかしていただきたいと話され、県産モモの収穫、出荷が始まる７月中旬をめどにＣＭや

ポスターなどを制作すると発表がありました。メンバーによる福島復興への思いが、継続起

用につながったものであり、今後も福島県産農産物の風評払拭に大きな役割を担っていただ

きたいと思います。 

  夢の大リーグに挑戦しているエンゼルスの大谷翔平選手が４月のアメリカン・リーグ最優

秀新人に選出されました。この賞は、月間で最も活躍した新人の中から、投手・打者の区別

なく１人だけ授与されるものであり、もちろん投手、打者の合わせ技による受賞は初めてと

なりました。大リーグのレギュラーとして試合に出ることだけでも大変なことであり、二刀

流で活躍していることは、同じ日本人としてうれしい快挙であり、４月だけではなく１年を

通した活躍を大いに期待したいと思います。 

  平成29年度全国新酒鑑評会で、本県の蔵元が出品した19銘柄が金賞を獲得し、都道府県

別金賞受賞数で６年連続８度目の日本一に輝きました。広島県と並び、これまで最多の５年

連続の記録を塗りかえ、このたび、全国初の６連覇をなし遂げました。本町の鏡の雫を醸造

していただいている天栄村の松崎酒造店も７年連続の金賞を受賞し、今後もおいしい鏡の雫

を提供していただけるものと思っております。 

  ５月の月例経済報告によりますと、４月と同様、景気は緩やかに回復しているとして、輸
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出の持ち直しや企業収益の改善などを背景に、個人消費の持ち直しや設備投資の緩やかな改

善が見られ、雇用・所得環境が改善していると発表がありました。 

  しかしながら、中東を初めとする原油の動向や世界的保護主義の高まりによる影響につい

ては、今後も留意する必要があるとされ、雇用環境の改善が下支えする個人消費が力強く改

善していくためには、実質可処分所得の増加が鍵となり、中央のみならず地方へも経済効果

があらわれ、早期に景気回復が実感できるよう願うものであります。 

  次に３月定例議会以降の町における主な出来事について申し上げます。 

  公園施設長寿命化計画に基づいた鏡石町民プールの大規模改修工事が完了し、３月21日に

「すいすい」がリニューアルオープンしました。快適な環境の中で多くの皆様が来場してお

り、今後も多くの皆様に親しまれ、ご利用いただけるよう施設の管理運営に努めてまいりま

す。 

  ４月11日には、町と地域との太いパイプ役として重要な役割を担っていただいております

行政区長さん、新任７名を含めた13名の方々に委嘱状を交付いたしました。社会福祉協議会

協力推進員もあわせて委嘱され、区長協議会役員の新体制も選出されました。 

  昨年度から整備を進めておりました鏡石まちの駅かんかんてらすについては、先月16日に

グランドオープンすることができました。本施設は、にぎわいの創出と町の農産物や特産品

の販売、６次化商品の開発や創業支援、そして観光情報の発信拠点として整備したものであ

ります。管理運営については鏡石町観光協会に委託し、町と観光協会が連携しながら町の中

心にある本施設を有効に活用し、にぎわいあふれる施設として町民の皆様に親しまれるよう

に努めてまいります。 

  第29回高齢者ふれあいスポーツ祭が６月４日に鳥見山陸上競技場で開催されました。町内

行政区の老人クラブ11チーム、271人の皆様が参加され、地城の皆さんが力を合わせてはつ

らつとした姿で競技されていることに大変心強く感じたところであります。 

  次に、今年度の主要事業の執行状況についてご報告いたします。 

  初めに、原子力災害対策事業につきましては、除染土壌の中間貯蔵施設への搬出業務が全

て完了し、現在は、第一小学校校庭にある埋設土の搬出作業を夏休み期間中の完了に向けて

準備を進めているところであります。 

  放射能汚染に伴う自家消費野菜等の食品放射能簡易測定については、引き続き調査を行い、

町民の安全・安心な日常の食生活の確保に努めております。 

  公立岩瀬病院が購入した移動式ホールボディカウンター車両を利用した放射線内部被曝検

査を、今年度も５月28日から６月12日までの日程で各幼稚園・保育所において検査を実施

しております。なお、これまで異常が検出されたケースはありません。 

  道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業につきましては、今年度、鏡石４区・仁井田区・鏡
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田区・高久田区の一部を前期、さかい区・旭町区・笠石区の一部を後期として振り分け、発

注する予定としており、現在は前期分の発注に向け準備を進めております。 

  次に、進化する鏡石実行プロジェクト事業についてでありますが、駅におりてみたくなる

事業として、７年目となる田んぼアート事業については、昨年度に引き続き、約7Oアールの

水田に、アニメーターの湖川友謙氏デザインの「うさぎとかめ」をテーマに、岩瀬農業高校

や関係者のご協力のもと準備が進められ、６月２日に町内外から多くの方の参加を得て田植

え祭りを実施したところであります。今年度の田んぼアートでは、８月中旬ごろ、稲の成長

に伴い隠れデザインがあらわれる仕掛けが予定されており、一般観覧、稲刈り体験イベント、

また稲刈り後のきらきらアートと、長い期間にわたって町内外の方々にご観覧いただきたい

と考えております。 

  さらに、先月オープンした鏡石まちの駅かんかんてらすと連携した事業を展開しながら地

域振興につなげてまいりたいと思います。 

  通りを歩いてみたくなる事業として取り組んでいる花いっぱい運動につきましては、６月

10日の日曜日に一斉定植を予定しておりますので、町民の皆様のご協力を今年も引き続きお

願いしたいと思います。 

  次に、第５次総合計画で定める５つの行政分野別目標の進捗について申し上げます。 

  １つ目の「町民と力を合わせて、新しい鏡石をつくります」として、住民税特別徴収一斉

指定事業につきましては、特別徴収義務のある事業所の協力を得て５月に納付書を発付した

ところであります。今回の指定では、1,915事業所に対して住民税の納税通知書を送付し、

前年比56の事業所が新たに特別徴収事業所となり、毎年増加しているところであります。こ

の一斉指定により、納税者は６月の給料から毎月住民税が天引きされることになり、納税の

利便が図られ、収納率がさらに向上するものと期待しております。 

  収納率向上対策事業につきましては、収納グループを中心に全庁を挙げての収納体制を強

化したところであり、収納率は４月末現在で対前年比0.41％増となり、特に国民健康保険

税においては、平成29年度分において1.98％増と高い伸びを示しております。住民サービ

スの提供の責務を果たすための安定的な歳入の確保は極めて重要であり、さらには納税者間

の公平性を確保するため、収納の強化に努めてまいりたいと考えております。 

  固定資産税につきましては、今年度は３年に一度の評価替えの年度となっており、先月に

は今年度の固定資産税の納付書を送付させていただきました。今年度から、また３年後に行

う評価替えに向けまして、各種の評価替えに係る調査事業の事務を進めてまいります。 

  次に、なりすまし詐欺や悪質商法など私たちの消費生活をめぐるトラブルが大きな社会問

題となっていることを受け、天栄村との広域事業として平成27年度から取り組んでおります

消費生活相談事業につきましては、商品契約などの各種相談が寄せられ、県消費生活相談セ
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ンターとの連携協力のもと、契約のキャンセルや被害の未然防止に実績を挙げているところ

であり、今後とも相談者の問題解決を図ってまいりたいと思います。 

  ２つ目の「心豊かで人を育て、地域文化を大切にする鏡石をつくります」として、学校教

育の充実を図るために配置した指導主事は２年目を迎え、各学校の教育課程、学習指導、学

校教育に関する専門的な事項について、教職員への積極的な指導助言等が行われています。 

  ５年目となるスクールソーシャルワーカー設置事業につきましては、各学校を活動の場と

して、生徒と保護者、さらに先生方を対象に相談や助言活動に当たっており、指導主事、学

校教育相談員とともにきめ細かな対応をしているところであります。 

  語学指導等外国青年招致事業については、平成29年８月に着任したサンドラ先生が７月に

帰国することから、新任の招致事務を進めており、アメリカ出身の女性を予定しております。 

  新事業としての中学生各種検定補助事業につきましては、学習意欲を高めるため学力向上

につなげることを目的として、昨年度まで実施していた英語体験学習事業にかえて、各種検

定受験料の一部補助を行うものであり、現在、実施に向けた準備を進め、狙いどおりの成果

につながることを期待しております。 

  今年度、幼稚園の施設整備の維持管理を目的に計画している園舎屋根改修工事については、

現在設計業務の委託準備を進めており、設計が完了次第、工事の発注を進めてまいります。 

  生涯学習機会の拡大とスポーツ振興につきましては、町体育協会の総会が３月末に、生涯

学習文化協会の総会が４月26日に開催され、今年度の事業がスタートいたしました。その手

始めとして、今月３日には県民スポーツ岩瀬郡大会が開催されました。また９日と10日には

初夏の文化祭のメーンであります展示部門が開催されます。 

  このほか、外郭団体であります町婦人会を初め、子ども会育成会連絡協議会、ＮＰＯ法人

かがみいしスポーツクラブなどの総会も終了しておりますので、これから本格的な事業が展

開されるものと期待しているところであります。 

  次に、町民の健康づくりにつきましては、がん検診や総合検診及び人間ドックなどの各種

検診事業実施へ向けた事務作業を進めているところであり、先月17日と31日には集団検診

として女性検診を実施したところです。 

  また、今年度の新規事業として、子育て支援推進の観点から、ロタウイルスとおたふくか

ぜの任意予防接種費用の一部助成を行い、胃腸炎や重症化の予防を図ってまいります。 

  高齢者食生活改善事業では、名称を「ハッピーイートプログラム事業」から「生き生き幸

せ食生活応援団事業」と変更し、管理栄養士や保健師による高齢者訪問や栄養教室、さらに

は幼稚園、保育所での食育教育にも取り組んでまいります。 

  ３つ目の「地城で支え合う、人にやさしい鏡石をつくります」における、高齢者福祉の充

実として、在宅高齢者福祉事業では、昨年度策定した第８期高齢者保健福祉計画並びに第７
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期介護保険事業計画に基づき、高齢者を初め全ての町民が安心して暮らし、健康でいきいき

とした生活を送ることができるよう、健康の維持・増進や介護予防施策に取り組むとともに、

介護が必要になっても状態を維持改善するための方策とあわせて、在宅で自立した生活を続

けることができるよう、介護保険サービスの推進に努めてまいります。 

  児童福祉の充実として、子ども・子育て支援事業計画に基づき、つどいの広場、放課後児

童クラブ、保育所の運営支援、認定こども園運営支援など、総合的な子育て支援策の推進に

努めてまいります。 

  また、今年度４月から社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会に移管した公私連携型保育所、

鏡石保育所は順調に運営され、引き続き保育サービスの質の向上と安定運営に向けて支援し

てまいります。 

  認定こども園整備事業における認定こども園ぶどうの木の園舎増改築については、国・県

の交付金が決定し、２カ年目の事業が順調に進められています。 

  障がい者福祉の充実においては、昨年度策定した鏡石町障がい者計画・鏡石町障がい福祉

計画並びに鏡石町障がい児福祉計画に基づき、町民、地域、事業所、行政の協働により、障

がいのある人の社会参加を進め、障がいのある人もない人も、全ての人の人権が大切にされ、

誰もが生きがいのある生活を送ることができる町を目指してまいります。 

  国民健康保険事業につきましては、今年度から事業主体が市町村から都道府県に変更とな

り、初年度として必要な事務作業を進めております。 

  なお、今年度の国保税額の算定につきましては、前年分の確定申告による所得額と給付額

が確定したことに伴い、新たに税額を試算したところであり、今年度分の国保税については、

税率及び応益の税額を若干減額することとして、先月、国保運営協議会において原案のとお

り答申をいただいたところであります。 

  ４つ目の「新しい産業を開花させ、活力あふれる鏡石をつくります」としての水田フル活

用推進事業については、今年産から生産調整の配分がなくなり、米の直接支払が廃止される

など大きな変革の年を迎えました。その中において、経営所得安定対策の営農計画書の受け

付けを３月から４月にかけ実施し、161名から営農計画の提出がありました。対象となる水

田面積は約495ヘクタールで、全水田面積の約48％が経営所得安定対策の対象となっており

ます。昨年と比べ、12名、93ヘクタールの減となっており、米の直接支払が廃止されたこ

とが原因であると考えられますので、引き続き、米価の安定と農業所得の安定に向けて、水

田フル活用ビジョンに基づく各種取り組みの推進を図ってまいります。 

  農業の振興として進めている農地再生プロジェクト事業については、昨年度策定したかが

みいし油田計画をもとに、昨年播種した菜種については、先月まで黄色い花で彩られており

ました。今後は、エゴマの植栽、さらに菜種の刈り取りと搾袖を行い、耕作放棄地発生の防
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止と、農地と景観の維持に努めてまいります。 

  観光の振興と、町の木しだれ桜の推進として４月21日に第５回目となる「“牧場の朝”の

まち桜ウォーク」をイオンスーパーセンター鏡石店の協賛をいただき実施いたしました。こ

としは例年より10日も早い桜の開花となり、当日は残念ながら桜の花は散ってしまいました

が、天候にも恵まれ、イオンスーパーセンター鏡石店を発着とした８キロコースと5.7キロ

コースの２つのコースに、町内外から昨年を上回る115名の参加が沿道の風景を楽しみなが

ら交流を深めることができました。 

  また、第15回となるあやめ祭りについては、今月23、24の２日間、鳥見山公園を会場に

開催の準備を進めているところであります。本年は、新企画として、おはようあやめ健康ウ

ォーキングと大人気企画あやめスタンプラリーの実施を予定しており、さらに、６月末まで

のあやめシーズンとして鳥見山公園内のライトアップなどを行い、町花あやめを内外にアピ

ールしてまいります。 

  ５つ目の「快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡石、訪ねてみたくなる鏡石をつくります」

として、鏡石駅東第1土地区画整理事業につきましては、宅地造成工事が完了し、今月から

１万5,048平米の住宅地について使用収益を開始いたしました。また、第３工区につきまし

ては、測量設計業務などの発注に向けた事務を進めております。幹線道路網の整備事業では、

社会資本整備総合交付金の内示がありましたので、今定例会において、内示額に合わせた補

正予算を計上いたしましたので、ご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、水環境の基盤整備である水道事業は、平成29年度末で給水人口１万1,937人、普及

率94.8％となっています。 

  平成22年より開始された上水道第５次拡張事業は、新浄水場の建設工事実施設計業務委託

が完了し、全体像が見えてきたところであり、今年度はこの実施設計に基づいた積算業務の

委託発注を進めてまいります。 

  また、拡張事業に係る導水管、配水管の布設工事についても発注準備を進めており、特に

ＪＲ東北本線の線路下に配水管を布設する推進工事につきましては、安全性の確保のため関

係機関と協議を重ねて進めてまいります。 

  次に下水道整備の平成29年度末における汚水処理人口の普及率は92.9％まで達し、水洗

化率は90.9％となりました。 

  公共下水道については、社会資本総合整備交付金事業を活用した下水道施設長寿命化対策

を計画しており、今年度予定している施設の更新について発注準備を進めております。 

  次に、今定例会に提出いたしました議案の概要について申し上げます。 

  報告第36号及び報告第37号の専決処分した事件の承認につきましては、税条例並びに国

保税条例の一部改正で、報告第38号から報告第45号までの専決処分した事件の承認につき
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ましては、一般会計並びに７つの特別会計の年度末事業確定に伴う補正予算であります。 

  報告第46号から報告第48号までは、一般会計及び特別会計における繰越明許費の報告で

あります。 

  諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、現委員高島民子氏

が９月30日の任期満了に伴い退任されることから、新委員の推薦について意見を求めるもの

であります。 

  議案第212号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、

現委員の斉藤栄治氏が６月末で任期満了となることから、再任について同意を求めるもので

あります。 

  議案第213号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

国民健康保険税の本算定に伴う算定額の改正、議案第214号 鏡石町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件について所要の改正を行うもの。 

  議案第215号 損害賠償等請求に係る反訴の提起については、本年１月、赤沼不動産から

訴えのあった損害賠償請求訴訟に対して反訴を提起するものであります。 

  議案第216号 平成30年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）につきましては、社会資本

整備総合交付金の内示に伴う道路、公園及び駅東土地区画整理事業の財源組み替えによる補

正や、元気キッズサポーター派遣事業補助金の内示による補正予算であります。 

  議案第217号 平成30年度鏡石駅東第１区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましても、社会資本整備総合交付金の内示に伴う財源組み替えによる補正予算であります。 

  以上、今定例会に当たりまして、町政運営と、提出いたしました議案の概要についてご説

明申し上げました。 

  何とぞよろしくご審議いただき、議決、承認、同意を賜りますようお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第３６号及び報告第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第５、報告第36号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の専決処

分した事件の承認について及び日程第６、報告第37号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の専決処分した事件の承認についての報告２件を一括議題としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告２件を一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 
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  税務町民課長、橋本喜宏君。 

〔税務町民課長 橋本喜宏君 登壇〕 

○税務町民課長（橋本喜宏君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいま一括上程されました報告第36号並びに報告第37号の専決処分した事件の承認に

つきまして、２件の承認につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  １ページをお願いします。 

  まず初めに、報告第36号の専決処分した事件の承認につきましてご説明申し上げます。 

  このたびの専決処分につきましては、鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定について、

上位法であります地方税法の一部を改正する法律が平成30年３月31日に公布、施行された

ことに伴う一部改正であり、専決第22号として地方自治法第179条第１項の規定により平成

30年３月31日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものであります。 

  このたびの主な改正につきましては、１点目に、個人町民税の均等割、非課税限度額の引

き上げ、法人町民税の申告納付及び延滞金計算特例、固定資産税の各種課税標準の特例の延

長、２点目に、加熱式たばこ、町たばこ税の算出方法及び町たばこ税の段階的改正、３点目

に、紙巻きたばこの三級品の税額改正の延長、４点目として、これらの改正に係る施行時期

及び経過措置などのための附則などであります。 

  ２ページ目をお願いします。 

  ２ページ目から９ページ中段までが今回の改正の第１条でございます。そのうち、５ペー

ジ上段までが個人町民税及び法人町民税に関する改正でございます。 

  20条につきましては、延滞金に関する法人町民税の条項の改正でございます。 

  23条につきましては、町民税の納税義務者に係る規定でございまして、第１項、第２項が

法律改正に伴う字句の改正、第３項が人格のない社団等について電子申告義務化に係る規定

を適用しないこととする規定改正でございます。 

  次に、第24条につきましては、個人の町民税の非課税の範囲について、非課税措置の所得

要件の引き上げ、控除対象配偶者の定義の変更などの改正でございます。 

  次に、第31条及び34条の２、34条の６につきましては、個人の町民税の所得控除額及び

町税控除額の適用に所得要件を創設する規定及び字句の改正でございます。 

  36の２につきましては、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直し規定と字句

の改正でございます。 

  第47条の３、第47条の５につきましては、公的年金との所得に係る特別徴収義務者に関

する字句の改正でございます。 

  ３ページになります。 
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  48条第１項につきましては字句の改正、第２項、第３項につきましては、法人町民税の申

告納付につきまして、租税特別措置法第66条の７及び第68条の91並びに第66条の９の３、

68条の93の３の規定の適用を受ける場合、法人町民税から控除できること並びに字句の改

正でございます。 

  また、同条に新たに規定されます第10項、第11項、第12項につきましては、特定法人に

関する電子申告の義務化に関する規定でございます。 

  ４ページになります。 

  52条につきましては、法人町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の計算についての規

定でございます。第２項につきましては修正申告の場合、第３項につきましては増額更正の

場合に、それぞれ第１項に読みかえる規定でございます。 

  また、第５項、第６項につきましては、連結確定申告をすべき連結法人の修正申告等の場

合の納期限の延長に関する規定でございます。 

  ５ページになります。 

  54条につきましては字句の改正でございます。その次から７ページの中段までが町たばこ

税に関する改正でございます。 

  92条は、製造たばこの区分を新たに創設する条項でございます。 

  93条２につきましては、新たな区分における製造たばことしての加熱たばこの定義の新設

でございます。 

  第94条第１項につきましては字句の改正、第２項につきましては、各種のたばこにおける

紙巻きたばこ１本への換算方法の改正でございます。 

  ６ページになります。 

  今回加えられた第５条第３項、第５項、第７項につきましては、今回新たに改正された加

熱式たばこへの換算方法の規定でございます。 

  ７ページになります。 

  第94条第８項、第９項につきましては、紙巻きたばこに重量及び価格により換算した場合

の本数に端数を生じた場合の処理の条項でございます。第10項につきましては、規則等への

委任条項でございます。 

  第95条につきましては、町たばこ税の税率を1,000本当たり5,262円から5,692円に改正す

る規定で、本年10月１日に施行される規定でございます。 

  第96条第３項、第98条第１項につきましては字句の改正でございます。 

  続きまして、本法附則の改正でございます。 

  附則第３条、第４条、第５条につきましては字句の改正でございます。 

  ８ページになります。 
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  附則第10条の２につきましては、第１項につきましては、再生可能エネルギーにおける太

陽光発電で小規模のもの、第２項につきましてはその大規模なもの、第３項につきましては、

特定事業所内における広域施設、第４項につきましては、さきに法律が成立しました生産性

向上特別措置法による先端設備に該当する機械装置、附帯工につきましては、サービス付高

齢者住宅である貸し家住宅に関する固定資産税の課税表示に係る課税の特例に関する改正で

ございます。 

  附則第10条の３の各項につきましては、法律の改正によります条項及び字句の改正でござ

います。 

  附則第11条から９ページ中段の附則第17条につきましては、それぞれ土地等に関する特

例につきまして、平成32年度まで延長するための改正でございます。 

  続きまして、９ページの中段が今回の改正の第２条でございます。 

  第94条第３項につきましては、改正の第１条の中で算定されました加熱式たばこの紙たば

こへの換算方法における重量と価格の割合をそれぞれ0.8から0.6、0.2から0.4へと改正す

る改正でございまして、平成31年４月1日から施行される予定でございます。 

  附則第10条につきましては字句の改正でございます。 

  続きまして、その下が改正の第３条でございます。 

  第94条第３項につきましては、改正の第２条の中で算定されました加熱式たばこの紙巻き

たばこへの換算方法における重量と価格の割合を、それぞれここで0.6から0.4、0.4から

0.6というふうに改正する改正でございます。 

  下段の95条につきましては、町たばこ税の税率を1,000本当たり5,692円から6,122円に改

定する規定で、第94条第３項とあわせて平成32年10月１日に施行される規定でございます。 

  続きまして、改正の第４条でございます。 

  第94条第３項につきましては、改正の第３条の中で算定されました加熱式たばこの紙巻き

たばこへの換算方法における重量と価格の割合を、それぞれ0.4から0.2へ、0.6から0.8と

する改正でございます。 

  10ページになります。 

  第95条につきましては、町たばこ税の税率を1,000本当たり6,122円から6,552円に改正す

る規定で、第94条第３項とあわせて平成33年10月１日に施行される規定でございます。 

  続きまして、改正の第５条でございます。 

  第93条の２及び第94条につきましては、改正の第１条、第２条、第３条、第４条で、そ

れぞれの期間にそれぞれの割合で、紙巻きたばこ１本当たりに換算されていた加熱式たばこ

の町たばこ税の換算方法を、紙巻きたばこ１本につき加熱式たばこ１本とする規定の改正で

ございまして、平成34年10月１日の施行の予定でございます。 
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  続きまして、改正の第６条でございます。 

  こちらの改正につきましては、平成27年12月に改正されました鏡石町税条例の一部を改

正する条例につきまして改正するものでございます。附則の第６条における紙巻きたばこ三

級品の町たばこ税の段階的改正時期につきまして、その延長と税率の改正時におけるみなし

課税の時期及び字句の改正でございます。 

  続きましては、今回の改正に係る附則でございます。 

  第１条につきましては、今回の改正が基本的に本年４月１日を原則施行としておりますが、

ここでは各条項の施行日について規定しているものでございます。 

  11ページになります。 

  第２条につきましては、町民税に関する経過措置がこちらのほうに、改正が記載されてお

ります。 

  12ページになります。 

  第３条、第４条につきましては固定資産税に関する経過措置、第５条につきましては、町

たばこ税におけるそれぞれの税額の期間に関する経過措置でございます。 

  13ページになります。 

  第６条につきましては、町たばこ税の段階的な税額改正に係る手持品課税についての規定

でありまして、ここでは平成30年、本年の10月１日の改正時点における手持品課税の方法

や申告に関する規定でございます。 

  14ページになります。 

  第７条につきましては、本年10月１日から平成31年９月30日までの手持品課税に関する

経過措置、第８条につきましては、平成32年10月１日施行の町たばこ税の課税に関する経

過措置でございます。 

  15ページになります。 

  第９条につきましては、町たばこ税の段階的な税額改正に係る手持品課税についての規定

でありまして、ここでは平成32年10月１日の改正時点における手持品課税の方法や申告に

関する規定でございます。 

  16ページになります。 

  第10条につきましては、平成33年10月１日施行の町たばこ税の課税に関する経過措置で

ございます。 

  第11条につきましては、町たばこ税の段階的な税額改正に係る手持品課税についての規定

でありまして、ここでは平成33年10月１日の改正時点における手持品課税のやり方や申告

に関する規定でございます。 

  以上、報告36号につきまして提案理由の説明を申し上げました。 
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  次に、報告第37号の専決処分した事件の承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

  19ページになります。 

  このたびの専決処分につきましては、鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定につきまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成30年３月31日に公

布され、４月１日から施行することとされたことによる改正でございます。専決第23号とし

て、地方自治法第179条第１項の規定により、平成30年３月31日に専決処分しましたので、

同条第３項の規定によりまして、これを報告し承認を求めるものであります。 

  主な改正につきましては、国民健康保険税における課税限度額の改正及び国民健康保険税

の減額算定基準の改正でございます。 

  20ページでございます。 

  改正条文につきましては、第２条第１項につきましては、本年４月１日から国民健康保険

の運営主体が市町村から都道府県に移行するに伴い、本町につきましても、福島県が国民健

康保険の運営主体となることからの必要な改正でございます。 

  続きまして、第２項ただし書き中、国民健康保険税賦課限度額を現行の54万円を58万円

に改めるものであります。これによりまして、介護納付金と合わせて国保税の課税限度額が

現行の89万から93万に４万円引き上げることになります。第３項につきましては、第１項

の改正に伴う条項の改正でございます。 

  第５条は、第２条第１項第１の改正に伴う条項の改正でございます。 

  次に、第23条は国保税の減額措置に関する規定でありまして、各限度額に関する規定につ

いて、54万円を先ほどの第２項のただし書きと同じように、54万円を58万円に引き上げ、

さらに軽減判定所得算定に関する規定として、第２項の５割軽減世帯の算定基準額を27万か

ら27万5,000円と、２割軽減世帯の算定基準額を49万から50万円に改め、軽減対象範囲を拡

大するものであります。 

  21ページでございます。 

  第24条の２第２項につきましては、特例対象被保険者がその申請をする際に、各種の書類

の提示につきまして、マイナンバー等の情報連携により把握できることができるんであれば、

必ずしも提示の必要がなくなることの改正でございます。 

  附則につきましては、第１で施行期日を平成30年４月１日から施行すると規定し、第２に

おきまして、改正後の条例の適用につきましては、30年度以降の年度分の国民健康保険税に

つきまして適用し、平成29年までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によると

したものであります。 

  以上、一括上程されました報告第36号の鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定並びに
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報告第37号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理

由の説明を申し上げました。ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより２件の一括質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  初めに、報告第36号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の専決処分した事件の承認につ

いての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第36号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

  次に、報告第37号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分した事件

の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第37号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第７、報告第38号 平成29年度鏡石町一般会計補正予算（第８

号）の専決処分した事件の承認についての件を議題といたします。 
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  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  副町長、小貫忠男君。 

〔副町長 小貫忠男君 登壇〕 

○副町長（小貫忠男君） ただいま上程されました報告第38号 専決処分した事件の承認につ

きまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書23ページをお願いいたします。 

  本件は、平成29年度鏡石町一般会計補正予算（第８号）といたしまして、平成30年３月

31日付をもって専決処分したものでございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  このたびの補正予算につきましては、年度末の事業費確定によります平成29年度予算の整

理をしたものであります。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億6,902万

3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億8,509万3,000円とするもの

でございます。歳入歳出予算の補正につきましては本議案書に記載のとおりでございますが、

内容がかなりの分量になっておりますので、各目ごとに補正後の増減が100万円を超えるも

のについてご説明をさせていただきたいと思います。 

  32ページからの事項別明細書によりご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○副町長（小貫忠男君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。ご審議をいただき、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  ６番、長田守弘君。 

〔６番 長田守弘君 登壇〕 

○６番（長田守弘君） ただいま説明がありました一般会計の補正、29年度の専決処分した件

でありますが、１点だけ。ページが35ページの下の段、土木使用料ですが、定住促進住宅使

用料、マイナス170万6,000円でありますが、こちら170万6,000円というちょっと大きな金

額なんで、これ、あいた状態で使用料が発生しなかったのか、あるいは未収の部分でこうな

ったのか、もし未収であれば何世帯分ぐらいなのかお聞かせ願いたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行部の答弁を求めます。 

  総務課長。 
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〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） ６番議員のご質問にお答えいたします。 

  35ページ、定住促進住宅使用料170万6,000円の減ということでございますけれども、定

住促進住宅60戸ございます。現在のところ48戸ほど入居しておりますが、昨年の実績でい

きますと2,411万7,000ほどの収入がございまして、この実績に合わせて予算を組ませてい

ただきましたところ、実績がそこまでいかなかったために、実際には2,227万7,000円とい

う実績であったために、今回170万6,000円を減額するものでございまして、入居がやはり、

どうしても上のほうがままならないというところでございまして、当初予算を上げました実

数に届かなかったというところでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） よろしいですか。 

  ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、報告第38号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第３９号及び報告第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第８、報告第39号 平成29年度鏡石町国民健康保険特別会計補

正予算（第５号）の専決処分した事件の承認について及び日程第９、報告第40号 平成29

年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の専決処分した事件の承認について

の報告２件を一括議題としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 



－25－ 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告２件を一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長、橋本喜宏君。 

〔税務町民課長 橋本喜宏君 登壇〕 

○税務町民課長（橋本喜宏君） ただいま一括上程されました報告第39号及び報告第40号の

専決処分した事件の承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  81ページをお願いします。 

  まず初めに、報告第39号 平成29年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

につきまして、専決第25号として、地方自治法第179条第１項の規定により本年３月31日付

で専決処分したので別紙のとおり報告し、承認を求めるものでございます。 

  次の82ページをお願いします。 

  このたびの平成29年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につきましては、

年度末の事業確定による精算であり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,707

万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億9,281万7,000円とするも

のでございます。 

  詳細につきましては、88ページからの歳入歳出事項別明細によりご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○税務町民課長（橋本喜宏君） 以上、一括上程されました報告第39号 鏡石町国民健康保険

特別会計補正予算（第５号）及び報告第40号 鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）につきまして、提案理由の説明を申し上げました。ご審議いただき、ご承認賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の一括説明を終わります。 

  これより報告２件の一括質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに報告２件の採決を行います。 

  初めに、報告第39号 平成29年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の専
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決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第39号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

  次に、報告第40号 平成29年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の専

決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第40号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 次に、日程第10、報告第41号 平成29年度鏡石町介護保険特別会計

補正予算（第３号）の専決処分した事件の承認についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  福祉こども課長、関根邦夫君。 

〔福祉こども課長 関根邦夫君 登壇〕 

○福祉こども課長（関根邦夫君） ただいま上程されました報告第41号 専決処分した事件の

承認について、提案理由をご説明申し上げます。 

  113ページをお開き願います。 

  専決第27号としまして、平成29年度鏡石町介護保険特別会計補正予算（第３号）につき

まして、地方自治法第179条第１項の規定により３月31日付で専決したものであります。 

  114ページをお願いいたします。 

  このたびの補正につきましては、介護サービス費等の確定に伴うもので、既定の歳入歳出

予算の総額から歳入歳出それぞれ2,260万円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ９億9,920万円とするものであります。 

  詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  120ページをお願いいたします。 
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〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○福祉こども課長（関根邦夫君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。ご審議いただ

き、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  報告第41号 平成29年度鏡石町介護保険特別会計補正予算（第３号）の専決処分した事

件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第41号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

  ここで、議事の都合により、昼食を挟み午後１時まで休議といたします。 

休議 午前１１時５７分 

 

開議 午後 １時００分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第11、報告第42号 平成29年度鏡石町工業団地事業特別会計補

正予算（第２号）の専決処分した事件の承認についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  産業課副課長、小林誠君。 

〔産業課副課長 小林 誠君 登壇〕 
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○産業課副課長（小林 誠君） ただいま上程されました報告第42号 専決処分した事件の承

認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  133ページをお願いいたします。 

  このたびの専決は、地方自治法の規定により専決第28号、平成30年３月31日付で専決処

分したものであります。 

  134ページをお願いいたします。 

  専決第28号 平成29年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、事業の確定に伴い歳入歳出予算額を整理するとともに、年度末に150万円の土地売払い

の収入がありましたので、工業団地事業の基金に積み立てるものであり、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ143万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１億673万3,000円とするものでございます。 

  詳細につきましては、140ページからの事項別明細により説明申し上げます。 

  140ページをお願いいたします。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○産業課副課長（小林 誠君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。よろしくご審議

いただき、承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  報告第42号 平成29年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第２号）の専決処分し

た事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、報告第42号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま
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した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第12、報告第43号 平成29年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整

理事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分した事件の承認についての件を議題といたし

ます。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  都市建設課長、小貫正信君。 

〔都市建設課長 小貫正信君 登壇〕 

○都市建設課長（小貫正信君） ただいま上程されました報告第43号 専決処分した事件の承

認につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

  145ページをお願いいたします。 

  本件は、平成29年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算（第４号）に

つきまして、地方自治法第179条第１項の規定により、専決第29号として平成30年３月31日

付で専決処分したものであります。 

  146ページをお願いいたします。 

  このたびの補正につきましては、年度末の事業の確定により、平成29年度予算を整理した

ものでございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,501万7,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,918万2,000円とするものでございま

す。 

  詳細につきましては、152ページからの事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○都市建設課長（小貫正信君） 以上、報告第43号につきまして提案理由をご説明申し上げま

した。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 
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  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  報告第43号 平成29年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算（第４

号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第43号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４４号及び報告第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第13、報告第44号 平成29年度鏡石町公共下水道事業特別会計

補正予算（第５号）の専決処分した事件の承認について及び日程第14、報告第45号 平成

29年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分した事件の承認につ

いての２件を一括議題としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、報告２件を一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  上下水道課長、吉田竹雄君。 

〔上下水道課長 吉田竹雄君 登壇〕 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ただいま一括上程されました報告第44号 専決処分した事件

の承認について、専決第30号専決処分書、平成29年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正

予算（第５号）から報告第45号 専決処分した事件の承認について、専決第31号専決処分

書、平成29年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）までの２会計の専決処

分した事件の承認について、ご説明を申し上げます。 

  専決第44号、専決第45号の専決処分書は、地方自治法第179条第１項の規定によりまして

平成30年３月31日付で専決処分をしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を

求めるものであります。 

  最初に、158ページをお開き願いたいと思います。 

  専決第30号専決処分書、平成29年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）

でございます。このたびの補正につきましては、平成29年度の事業の確定に伴いまして予算
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の整理をするもので、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,351万7,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億80万円とするものであります。 

  詳細につきましては、164ページの事項別明細書によりご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○上下水道課長（吉田竹雄君） 続きまして、専決第31号専決処分書、平成29年度鏡石町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

  172ページをお開きください。 

  このたびの補正につきましては、平成29年度事業の確定に伴いまして予算の整理をするも

ので、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ520万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ7,050万円とするものでございます。 

  内容につきましては、178ページの事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○上下水道課長（吉田竹雄君） 以上、一括上程されました２議案につきまして提案理由のご

説明を申し上げました。ご審議いただき、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより報告２件の一括質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに報告２件の採決を行います。 

  初めに、報告第44号 平成29年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）の

専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第44号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

  次に、報告第45号 平成29年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の
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専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第45号 専決処分した事件の承認についての件は承認することに決しま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第15、報告第46号 鏡石町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、栁沼英夫君。 

〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） ただいま上程されました報告第46号 鏡石町一般会計繰越明許費

繰越計算書につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  183ページになります。 

  本件、平成29年度鏡石町一般会計の繰越明許費につきましては、３月議会定例議会におき

まして、平成29年度一般会計補正予算（第７号）で議決をいただきました繰越明許費３件に

つきまして、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、繰越計算書を調製しましたの

で報告するものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  平成29年度鏡石町一般会計繰越明許費繰越計算書の一覧でございます。 

  ６款農林水産業費、２項林業費、ふくしま森林再生事業、翌年度繰越額2,572万円でござ

います。 

  ８款土木費、２項道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業、翌年度繰越額441万8,000

円、同じく８款土木費、２項道路橋梁費、地方特定道路整備事業として1,576万5,000円で

ございまして、以上、合計３件、繰り越し総額4,590万3,000円でございます。 

  なお、財源内訳につきましては185ページに記載のとおりであります。 

  以上、報告第46号につきまして提案理由の説明を申し上げました。ご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 
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  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  報告第46号 鏡石町一般会計繰越明許費繰越計算書についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第46号 鏡石町一般会計繰越明許費繰越計算書についての件は承認する

ことに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第16、報告第47号 鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別

会計繰越明許費繰越計算書についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  都市建設課長。 

〔都市建設課長 小貫正信君 登壇〕 

○都市建設課長（小貫正信君） ただいま上程されました報告第47号 鏡石町鏡石駅東第１土

地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  187ページをお願いいたします。 

  本件につきましては、去る３月定例会の議案第197号におきまして議決をいただきました、

平成29年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計の繰越明許費でありまして、地方

自治法施行令第146条第２項の規定により繰越計画書を報告するものでございます。 

  次の188ページをお願いいたします。 

  １款事業費、１項事業費、事業名、駅東第１土地区画整理事業、翌年度繰越額としまして

1,680万7,000円でございます。これの財源につきましては、189ページが財源の内訳となり

ます。 

  以上、報告申し上げました。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げま
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す。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  報告第47号 鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計画書につい

ての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第47号 鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越

計画書についての件は承認することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎報告第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第17、報告第48号 鏡石町公共下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  上下水道課長、吉田竹雄君。 

〔上下水道課長 吉田竹雄君 登壇〕 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ただいま上程されました報告第48号 鏡石町公共下水道事業

特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 

  平成30年３月５日に議決をいただきました平成29年度鏡石町公共下水道事業特別会計の

繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２項の

規定により報告をするものです。 

  次ページ、192ページをお願いいたします。 

  繰越明許費繰越計算書になります。 
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  ２款事業費、１項事業費、事業名、公共下水道事業。翌年度繰越額340万2,000円。財源

内訳につきましては記載のとおりとなります。これは、社会資本整備総合交付金事業の事業

費を確保するために繰り越しをしたもので、今年度発注の下水道施設の長寿命化対策費に活

用いたします。 

  以上、提案理由を申し上げました。ご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決を行います。 

  これより報告第48号 鏡石町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての件

を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、報告第48号 鏡石町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

の件は承認することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎諮問第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第18、諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ただいま上程されました諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見

を求めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
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  人権擁護委員は４名の委員で構成され、任期は３年となっております。このたび、高島民

子委員が本年９月30日をもちまして任期満了、退任となりますので、高島氏の後任として、

鏡沼314番地１在住の岡部ちよ子氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものであります。 

  岡部ちよ子氏につきましては、昭和52年から長年、養護教諭として勤務され、平成28年

３月に須賀川市立西袋第一小学校を最後に定年退職されております。現在は、児童養護施設

で、保護された子供たちの生活の補助、相談員としてその手腕を発揮しています。人格、識

見高く、広く社会の実情に通じていることから、人権擁護委員として最適任でありますので、

人権擁護委員として推薦したいので、議会の皆様のご意見を賜りたくお願い申し上げ、提案

理由の説明とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  お諮りいたします。 

  討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

  お諮りいたします。 

  本件については、適任者として推薦することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は推

薦することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１２号の上程、説明、質疑、意見、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第19、議案第212号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ただいま上程されました議案第212号 固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  固定資産評価審査委員会委員は３名の委員で構成され、任期は３年となっております。こ

のたび現委員であります斉藤栄治氏が６月末をもって任期満了となりますので、再任いたし
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たく、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意をお伺いするものであります。 

  斉藤氏は、平成21年７月から３期９年間委員としてお務めいただいており、誠実、温厚な

人柄は固定資産評価審査委員会委員として最適任者と思いますので、議会の皆様の同意をお

願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本案については、再任でありますので、意見及び質疑、討論を省略し、直ちに採決をいた

します。 

  議案第212号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての件

は、これに同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第212号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

についての件は、これに同意することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎請願・陳情について 

○議長（渡辺定己君） 日程第20、請願・陳情についての件を議題といたします。 

  陳情第14号から陳情第18号は、会議規則第86条第１項の規定により、別紙文書付託表の

とおり所管の常任委員会に付託いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

散会 午後 １時３５分 
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開議 午前１０時００分 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は11名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

  本日の議事は議事日程第２号により運営いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 畑   幸 一 君 

○議長（渡辺定己君） 初めに、７番、畑幸一君の一般質問の発言を許します。 

  ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） おはようございます。 

  第12回定例会において、優しい思いやりのある一般質問をさせていただきます、７番、畑

幸一です。よろしくお願いいたします。 

  初めに、今回町長改選に当たり、再選されました遠藤町長にお祝い申し上げます。２期８

年間の実績を高く評価され、幅広く町民の皆様から支持を受け、真に当選をされたことと思

われます。遠藤町長の人柄である誠実さと謙虚さ、そして行動力、実行力を兼ね備え、３期

目に向け町民の皆さんとオールマイティーで向き合い、活力のある町の運営を目指して手腕

を発揮していただきたいと思います。 

  目に青葉山ほととぎす初ガツオ、まさしくこの句のような季節になりました。田んぼも青

いじゅうたんを敷き詰めた光景、カッコウの鳴き声も聞こえる山に囲まれた緑と花の風景は、

牧場の朝のまちにふさわしい環境の豊かさを感じられます。 

  さて、遠藤町長の３期目に向けたスローガンでもあります進化する元気な町づくりの取り

組みについて、４点ほどお尋ねしたいと思います。 

  住んでみたいまちの情報発信はどのように行っていくのか。定住してみたい要因は世代に

よってさまざまに異なっていると思われるが、要因の把握と対応課題について伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  総務課長。 
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○総務課長（栁沼英夫君） おはようございます。 

  ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  定住化促進につきましては、第５次総合計画を基本としまして、平成28年３月に人口減少

の克服と地方創生を目的としまして、鏡石町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたし

ました。地方創生アンケートの結果をもとにしまして、通勤に便利で住むにも快適、子育て

しやすい環境を備えた定住のまちを将来像といたしまして、町の利点であります交通の便が

よく地価が安いなどの利点を生かしてコンパクトな町づくりを推進し、新しい定住の場と働

く場を設け、若い世代を呼び込み、人口の増加につなげるため、４つの基本目標を掲げまし

て各種事業を推進しているところでございます。 

  なお、既に実施している事業に加えまして、新たな施策のほうも推進してまいりたいと考

えております。 

  なお、事業の１つといたしまして、今年度、空き家対策調査事業を実施しまして、その結

果をもとに、それに合った事業を調査、研究して展開してまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） かわる、かがやく、魅力のある定住促進を目指して、世代に応じた質

の高い町づくりの充実を図っていただきたいと思います。 

  笑顔と健康の町づくりプランの意向について伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

○町長（遠藤栄作君） おはようございます。 

  ご答弁申し上げます。 

  笑顔と健康の町づくりということでありますけれども、今回、町長選挙におきます私の公

約、いわゆる目指す町づくりということにつきましては、笑顔と健康、そして進化する元気

な町づくりということでございます。そういう中で笑顔と健康の町づくりにつきましては、

いわゆる子供から高齢者までが安心・安全な生活環境のもとで、笑顔で、そしていきいきと

幸せに健康で暮らせる町づくりを推進するものでございます。あくまで第５次総合計画や健

康増進計画、そして食育推進計画に沿った健康増進事業、母子保健事業、そして食生活改善

事業など各種事業を実施しながら、町民の保健衛生向上や健康づくり活動への支援を行って

きたところであります。 

  今後、全ての町民がライフステージに応じて健やかに心豊かに生き生きと暮らせる町づく

りのために、関係機関と連携しながら、そして福祉施設の機能の充実を図って、そして  
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  してもらいたいというふうに考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 笑顔が見られるから健康、健康だから笑顔が見られる、笑顔と健康は

一日の始まり、元気の源だと思います。子供から高齢者まで共有できる健康福祉行政の推進

と、日常生活に見合った笑顔と健康の町づくりの実現に向けた取り組みを望んでいると思い

ます。 

  （３）に入ります。 

  町の活性化を目指すかんかんてらすは、町づくり、地域づくりの交流の起点、情報提供の

案内所と認識しております。先月16日、グランドオープンしたばかりですが、集客、そして

機能としての役割、農産物の持ち込み等々、運営の状況と将来の展望、計画はどうか。方針

において特に取り組んでいく事業の運営、考えはどうか。また、友好都市である沖縄県北谷

町の物産コーナーの設置、計画はあるのか伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  まちの駅かんかんてらすにつきましては、鏡石町の観光、そして交流拠点としての駅前周

遊と、そして地域コミュニティーの活性化、まちのにぎわいの創出に寄与することを目的と

しまして、国のいわゆる地方創生拠点整備交付金事業、さらには県の地域創生総合支援事業

を活用して町づくりの整備をしたいということであります。 

  今申し上げたように、先月５月16日にグランドオープンをいたしました。オープンから３

週間ほど経過しましたけれども、町内外から平均しますと毎日240名ほどの来館者がおりま

して、毎日農産物の販売や飲食スペースを利用しまして、いわゆるコミュニティカフェとし

ての機能により、設置目的である来館者の交流拠点としてにぎわいを創出している状況であ

ります。 

  今後の展望につきましては、商工会、さらには観光協会を初め、各種団体等においてかん

かんてらすを活用していただくことを含め、交流、そして活用、発信をコンセプトに皆様に

親しまれる施設になるよう案内してまいりたいというふうに考えております。今、北谷町の

話もございましたけれども、当然、北谷町など交流関係がある全国の市町村を含めて、この

ような中でしっかりと対応していきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 
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〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 沖縄の物産コーナーを開いているのは西会津町の道の駅というコーナ

ーがかなり広くとってありますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

  次に、４番に入ります。 

  もう一度、もう一回質問というか、言い忘れましたんですけれども、活力のある、そして

刺激性のある施設として成果を期待していきたいと思います。 

  次に、（４）番に入ります。 

  行政改革について伺いたいと思います。 

  改革というと何となくきつい言葉ですね。まちの刷新なんていうと斬新なような感じで、

革命でも起こす感覚、何だい、今度はどんなことするんだいと思える節もありました。時代

のニーズに合わせて仕事のやり方を改革するのではなく改善という言葉を使わさせていただ

きますけれども、改善し、無駄のない効果を生み出す財政、また行政と町民のサービスの方

向性はどうか、具体的な取り組みを伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  行政改革につきましては、平成７年に策定いたしました鏡石町行政改革大綱が始まりでご

ざいます。その後、平成15年に鏡石町の第２次行政改革大綱を策定しまして、さらに平成

18年には、国が示しました地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針を受け

まして、見直しを行いながら現在に至っているところでございます。 

  平成18年に策定されました第２次行政改革大綱、集中改革プランと申しておりますが、こ

の基本方針のもとで、町におきましては、適正な人事管理の中で限られた財源を生かしなが

ら最大の効果が発揮できる組織づくりや、最少人数で最大の効果を挙げることを念頭に、各

種の事業に取り組んできたところでございます。 

  具体的には、給食調理員や業務の民間委託、さらにはプール等もございますけれども、効

果的な行政運営を公共施設の指定管理人制度の導入、さらには定員管理の適正化のための人

員の改革を進めております。さらには、行政組織におきましては大課制の導入など組織の見

直しや合理化の取り組みを行ってきたところであります。 

  今後も人口減少が続くと思われますので、これまでの取り組みをさらに進めながら、住民

サービスの充実を図りながら鏡石町の町づくりを着実に実行するための改革を推進してまい

りたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 
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○町長（遠藤栄作君） 補足しますけれども、私も以前からこの行政改革も含めていろいろな

ことも含めて根拠と改善というそういったことで仕事に当たるということで、現在もそのよ

うな気持ちでしております。その中にはこの改善、進化でもありますし、そういったことを

しっかりと今回もそのような形で進んでいきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 行政改善は行政にとって対応が求められている時代だと思います。必

要に応じて見直しを図り、無駄のない効率、効果的な改善を要望いたします。 

  大きい２番に入ります。 

  町民の生活の充実と不安解消について。 

  （１）高齢者世帯の支援と制度の施策に入ります。 

  ひとり暮らしの世帯数は年々増加し、生活の維持さえ困難な状況に置かれている事実もあ

ります。食事の提供、金銭管理、風呂に１人で入れない、身寄りがない。町としてひとり暮

らしの把握と実態、支援の制度について伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  福祉こども課長。 

○福祉こども課長（関根邦夫君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  高齢者世帯の支援策については、福祉サービスの提供から社会参画の機会の提供、生きが

い対策などがあります。町では主なものとして、鏡石町社会福祉協議会で実施しているおで

かけ支援ゆうあいバス運行事業への補助、生きがい活動支援事業等への委託、ひとり暮らし

高齢者の事故等に緊急に対応する緊急通報システムを初め、今年度は徘徊高齢者捜索ネット

ワークを構築し、ＧＰＳを活用した認知症高齢者位置情報探索機器貸与事業を実施予定して

おります。また、町シルバー人材センターでは、家事支援援助の日常サービスを提供する生

活者支援事業の検討も始まっております。さらには、見守りとして、町民生児童委員による

訪問活動や、郵便局などの民間の力を活用した見守り体制を構築させつつあります。 

  高齢者世帯につきましては、老老介護、認知症の進行、孤独死などさまざまなリスクを抱

えており、町としましては社会福祉団体や包括支援センターとともに、高齢者世帯が孤立し

ないよう包括的なケアに努めていくことであります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 人口問題研究所推計では、2040年にはひとり暮らしの世帯が４割に
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なると推定している。団塊の世代においては、数年であすは我が身になるかもしれない。極

めて重要な課題と受けとめ、早急な対策を図ることを要望いたします。 

  （２）終活サービスの行政の課題について。 

  高齢者を支える相談事業として相談員として確立を図る町の考えはどうか伺いたいと思い

ます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  福祉こども課長。 

○福祉こども課長（関根邦夫君） 終活サービスについては、本人の死亡後の保証人、納骨に

ついての生前に取り決めをしておき、死後の不安解消に資するものと考えております。全国

的に高齢者の孤独死が課題となっている中で、特に収入が少なく身寄りのない、あるいはご

遺体の引き取り手がない場合、生前の本人の意思が確認できないため、自治体としては葬儀、

火葬、納骨について引き取り手の確認や交渉など、時間のない中でのかなりの精神的な負担

と労力がかかります。そこで、そういった高齢者の終活について官民連携で取り組んでいる

自治体もあると聞いております。事前に本人と死後の計画について、本人、自治体、葬儀業

者との取り決めをしておくことで、戸惑うことなくスムーズに葬祭を行うことが可能となる

メリットがあります。 

  今後、超高齢化社会を迎える中で、孤独死もふえてくる予見があることから、行政として

本人の終活にどれだけ寄り添えるのか、今後、調査研究に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） ４月に公表された県の平均寿命は、男性が80.12歳、女性が86.4歳。

この数字を見ても、生きがいづくりの相談事業の確立は不可欠と思います。親子のコミュニ

ケーションができなく、遺書を誰に託すか相談できない。孤立感が強くなり、相続、遺言

等々、ますます懸念される状況になると思われます。適切な取り組みをいただきたいと要望

いたします。 

  （３）番に入ります。 

  上水道事業の浄水場建設についてお伺いいたします。 

  先日、常任委員会で旭町浄水場を視察、見学させていただきました。今までにない詳細な

説明いただきましたが、給水設備の老朽化による不安を感じる。給水の安定性を確保するた

め、早急に浄水場の新設が求められます。浄水場の早期実現の見通し、実行状況を伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 
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  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ご答弁申し上げます。 

  水道は生活を快適に過ごすには欠かすことのできないライフラインであり、将来にわたっ

て安全な水を安定して供給し、信頼される水道事業を実現しなければなりません。本町の水

道事業は、給水開始から50年以上が経過しております。これまで24時間、365日、安全で安

心な水を供給しております。しかしながら、浄水施設や水源施設、水道管の多くは老朽化が

進んでおり、経年化や劣化による漏水や施設の修繕、補修工事を実施している状況でござい

ます。平成19年11月に今出ダム利水事業の事業中止により、町独自の水源確保に向けた取

り組みとして、第５次拡張事業を推進をしております。 

  新浄水場の施設整備計画や事業規模においては、原水の水質状況を考慮しながら、水質基

準を超過することのない水処理工程の必要性及び配水池容量の確保など、安全で快適な水の

供給や、災害地にも安定的な給水を行うための施設水準の向上などを考慮し、計画をしてお

ります。 

  住民の皆様に対しましては、水道事業が直面する課題解決に当たり、その事業の必要性や

持続性の必要性、これらを示していきたいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 避けては通れない、なさねばならぬ事業と認識しております。事業費

は多大な投資額になる、どう財源を確保するのが最大な課題と思われます。早期建設に向け

て断固たる取り組みを要望いたします。老朽化による、いつ起きるかわからない断水の事故

などがないよう、万全を期すよう望みたいと思います。 

  次に、項目とはちょっと異なるんですが、町内の水準点について伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  税務町民課長。 

○税務町民課長（橋本喜宏君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  水準点とは、国土交通省国土地理院が設置及び管理するもので、標高の基準となる点であ

ります。これは土地の高さを精密に求めるためや地殻変動、地盤沈下対策等の測量に用いら

れるもので、この水準点がその地域によって行われている高さの測量の基準となります。今

の土地の高さ、標高につきましては、東京湾の平均海面を基準、要するに標高ゼロというこ

ととして測られておりまして、東京湾の平均海面を地上に固定するために設置されたのが日

本の水準原点でございます。 

  全国の主要な道路沿いに設置されている水準点は約２万点。県内には約460点の水準点が
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ございます。鏡石町内に設置されています１等水準点につきましては、本町地区に１カ所、

笠石地区に１カ所、久来石地区に１カ所、３カ所あります。そのほかに道路水準点として１

カ所設置されております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 私もこの水準点というのがなかなか初めてのことでわからなかったん

ですけれども、歩いていて、旧道、さわ屋酒屋さん、鏡田のセブンイレブンの向かいにシン

プルな標識が目についたと。そして、大切にしましょう水準点、国土地理院と測量部という

ことで看板が初めて見受けられました。そして、この水準点というから水に関係があるかと

思ったんですけれども、今、執行の説明を聞いて、標高、高さの基準というようなことで勉

強になりましたので、ありがとうございました。 

  ３番に入ります。 

  投票率の向上を図る手だてと取り組み。 

  （１）20歳未満の投票率の現状と課題を伺います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管書記長。 

○選挙管理委員会書記長（栁沼英夫君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  20歳未満の投票率の現状と課題についてのご質問でございますけれども、制度につきまし

ては、平成28年７月に行われました参議院議員選挙から18歳に引き下げられて以降、本町

におきます20歳未満の投票率は、国政選挙におきましては41％台となってございます。平

成29年10月に行われました衆議院議員総選挙を挙げますと、本町が41.79％、福島県が

39.26％、全国が40.49％となっておりまして、本町の投票率が若干上回っているというよ

うな状況でございます。 

  傾向といたしましては、19歳と20歳とありますけれども、高等学校在学中の生徒の投票

率は、学校が推進しているおかげもありまして比較的高いという一方で、卒業後の19歳以降

の投票率が大きく低下している傾向にございます。学校におきます主権者教育が効果的であ

る一方、卒業後は住所を実家に残したまま、大学等の学業のために県外に転出する方が多い

というのが、大きな要因ではないかと考えております。 

  なお、現在の投票率を見ますと、20代、30代がやはり投票率が悪いということで、高校

卒業後、継続して投票所に足を運んでもらえることが一番の大きな課題となっているという

ことでございます。 

  以上、答弁といたします。 
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○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） どう意識をさせていくのかが課題だと思いますが、（２）の期日前投

票の現状と課題についてお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管書記長。 

○選挙管理委員会書記長（栁沼英夫君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  期日前投票の現状と課題というご質問でございます。 

  期日前投票制度につきましては、平成15年の公職選挙法改正によりまして、それまでの不

在者投票制度の要件が緩和される形で、新たに設けられた制度でございまして、選挙当日に

仕事やレジャーで投票できない見込みの方が利用できる制度となっております。 

  この制度、次第に理解されてきておりまして、年々利用する方がふえているというのが現

状でございます。本町の状況で見ますと、さきに行われました町長選挙におきまして、投票

者数に占める期日前投票者の割合につきましては31.7％、平成29年の衆議院議員総選挙に

ついては40.35％、平成28年度の参議院議員総選挙につきましては30.58％になっておりま

して、期日前投票の期間と選挙全体の投票率が異なるために、単純な比較はできないわけな

んですが、いずれも同種の前回選挙よりも期日前投票率は上がっているというような状況で

ございます。また、平成29年の衆議院総選挙を例に挙げますと、福島県が41.9％、全国が

37.54％となっておりまして、本町の割合につきましては、県や全国とほぼ同じような状況

となっているところであります。 

  利用する方々からは好評をいただいている制度でありますが、より利用しやすくするため

には、期日前投票所の数をふやすということが求められておりまして、全国でも進められて

いるところでございます。今後、本町におきましても、コンパクトな町ではありまして、今

のところそのような予定はないんでありますが、今後検討させていただきたいと考えており

ます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 今回の町長選挙の23日から26日まで４日間では、統計数から、マス

コミのデータでは1,970人、男性が830人、女性が1,140人、平均50人という形で記事が載っ

ていましたけれども、投票率からいえば、やっぱり三十何％ということでかなり多いという

ようなことが感じられますが、今後の課題としてはそれこそどう思っているかお伺いいたし

ます。 
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○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管書記長。 

○選挙管理委員会書記長（栁沼英夫君） 期日前投票におきます今後の課題についてでござい

ます。 

  現在のような投票制度ですと、やはり投票する権利、さらには棄権する権利というのはあ

りますけれども、期日前投票所を今のところ１カ所しか設けていないというのが現状でござ

います。他の地域におきましてはスーパー、さらには人がいっぱい集まるようなところに設

けて、お買い物に行ったついでに投票できるというようなことも報じられているところでご

ざいまして、ただそうなりますと、登録、町で登録した人しかできないという部分もありま

すので、いろいろ課題もあります。ですから今後、期日前投票所をふやすことについてはな

かなか今のところ考えてはいないんですけれども、それらのことも含めまして、期日前投票

がもっと効率よくできるように検討させていただきたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 何かと投票所をふやすというのは難しいと思いますが、検討していた

だきたいと思います。 

  （３）の無効票の内容についてお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管書記長。 

○選挙管理委員会書記長（栁沼英夫君） ご答弁申し上げます。 

  無効票の内容についてのご質問でございますが、５月27日執行の町長選挙におきましては、

投票総数6,055票のうち92票が無効票でありました。率にして1.5％でございます。ちなみ

に国政選挙におきましては大体３から６％というような状況でございます。 

  内容につきましては、白票が39票、単に記事を記載したものが22票、単に記号を記載し

たものが16票、候補者じゃない者または候補者となることができない者の氏名を記載したも

のが８票、候補者に何人を記載したかを確認しがたいものが３票、２以上の候補者の氏名を

記載したのが３票、候補者の氏名のほか他事記載したものが１票となってございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） なかなか無効票の内容というのは今初めて知ったわけですけれども、

選挙の候補者を書くときというか、決めていないでその場で書く方が多分多いんじゃないか
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と思います。その点については難題でありますので、以上とさせていただきます。 

  （４）の投票率向上のための対策をどのように考えているのかについてお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管書記長。 

○選挙管理委員会書記長（栁沼英夫君） ７番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  投票率向上のための方策についてでございます。 

  選挙啓発につきましては、学生の主権者教育が効果的であると言われておりまして、学生

のときに投票を経験した人や親と一緒に投票所に足を運んだ子供は、大人になっても投票を

行う率が高いという統計が示されてございます。選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに

合わせまして、中学生や高校生に対してパンフレット配布や総合学習の時間におきます主権

者教育や模擬選挙などを行いまして、若い世代に選挙について関心を持ってもらう取り組み

を県とあわせて進めていく考えであります。 

  また、さきの町長選挙におきましては白バラ会のご協力をいただきながら、初めて事業所

訪問によります啓発活動を行わせていただきました。選挙の内容に合わせまして、ショッピ

ングセンターでの啓発など、今後も積極的な啓発活動を行っていく予定になってございます。 

  なお、国政選挙の統計で見ますと、本町でも同じような統計にあるんですが、80代以上よ

りも20代、30代の投票者が少ないという現状にございます。投票に行かない理由といたし

ましては、仕事や用事があるというのがほとんどの４割を占めている状況でございまして、

その他には選挙に関心がなかった、候補者の人柄などがよくわからなかったというのが１割

ずつ挙げられているというような現状を見ますと、やはり関心を高めることが投票率につな

がるものと考えておりますので、それらの方策について、今後も県とあわせながら対応して

まいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君。 

〔７番 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（畑 幸一君） 10人に６人ということで、もうちょっと寂しいという感じもします。

そんなに人は行っていないということになりますので、ますます今後こういった感じが出て

くるんじゃないかと思います。ことしは知事選、そして来年は地方統一、参議院選と。また

すぐ９月には鏡石町議員の選挙があります。どうかこの啓発運動を重ねて、投票率のアップ

のためにいろいろと対策を練っていただきたいと思います。 

  以上で今回質問をさせていただきました。終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（渡辺定己君） ７番、畑幸一君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 
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◇ 菊 地   洋 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、５番、菊地洋君の一般質問の発言を許します。 

  ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 皆さん、おはようございます。 

  ２番くじを引きまして、２番目の登壇となります５番議員の菊地でございます。 

  平成30年６月12日は世界にとって歴史的な１日となるのか。米朝首脳会談がシンガポー

ルにて実施されるようであります。会談が実施されることにより、トランプ大統領が掲げる

アメリカファーストが誇張されずに、真の核兵器なき時代へ邁進されることを望むものであ

ります。日本にとって、この会談により拉致問題や核弾道ミサイルの撤廃、そして核廃絶な

どの解決の道筋がつくことを期待するものであります。今回の米朝首脳会談が一時は中止と

の報道があったり、金正恩が電撃的に中国を二度にわたり訪問したり、ロシアに訪問したり、

韓国大統領と二度会談をしたりと、30代の青年の外交姿勢にあっぱれを上げたい反面、自国

の何を守ろうとしているのかが理解に苦しむところだと思うのは、私だけではないかと思う

のであります。 

  我が町においては８年ぶりに町長選挙が行われ、５月27日に執行され、遠藤町長が三度目

の当選をされました。そして６月24日から４年間、町の執行責任者としての、町の抱える諸

課題に取り組まれるわけですが、町民の幸せと住んでよかったと言われる元気な町づくりに、

２期８年の経験と新たなる挑戦への気構えで執行に当たっていただくことを望むものであり

ます。 

  それでは、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

  初めに、かんかんてらすの運営状況についてお伺いをいたします。 

  先ほど畑議員も質問されましたけれども、５月16日にオープンをして３週間となりますが、

今までの来館者数と、それから売り上げの状況はどのようになっているのかをお尋ねをいた

します。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員の質問にご答弁申し上げます。 

  鏡石まちの駅かんかんてらすにつきましては、先月16日にグランドオープンを迎えており

ます。オープン以来３週間が経過しておりますが、かんかんてらすの来館者につきましては、

５月末現在になりますが約3,900名の方が来館されております。１日平均で約240名という

ことでございます。 

  売り上げにつきましては、現在は農産物については端境期で野菜などの出荷はまだまだ少
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ない状況ということでございますが、今後、果樹などの出荷も控えておりますので、売り上

げも徐々に伸びていくのではないかというふうに考えております。現在のところは加工品、

それから飲食などを中心に売り上げがございまして、５月末までの合計が116万円、１日平

均にしますと約７万2,000円の売り上げとなっております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） １日平均７万2,000円ということでありますけれども、それではその

物販の内容と、それから登録者の状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問に答弁申し上げます。 

  かんかんてらすの５月末現在の物販の登録者につきましては、農産物、それから加工品販

売、合計しますと24件。その内訳になりますが、農家さんが15件、加工業者さんが９件と

なっております。また、レンタルボックスの出品につきましては11件ございまして、全て合

計しますと36件というような状況でございます。 

  ５月末時点での物販の売り上げの分類別内訳になりますが、お菓子、それからパンなどの

加工品販売、こちらが約42％で48万円、それからジェラート、ソフトクリーム、コーヒー

などといった店内での飲食が約28％で32万円、豆腐などの冷蔵の加工品につきましては約

13％で15万円、次いで農産物、野菜などの販売額が約10％で12万円、レンタルボックスで

の売り上げが約５％で５万円ほどとなっております。 

  物販の登録者につきましては現在も随時募集しているところでありまして、今後、路地野

菜、果樹などの出荷の季節を迎えることから、登録者数につきましては増加するものと思わ

れますので、今後も販売品の充実といったところで図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 詳細にお答えをいただきましてありがとうございました。 

  先ほども畑議員のほうから北谷町のお話が出ましたけれども、交流町村や近隣町村の特産

品などを受け入れる考えはあるのかどうかについてお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 
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○産業課副課長（小林 誠君） ただいまの質問にご答弁申し上げます。 

  まず、北谷町の関係でございますが、北谷町から昨年、町長さん初め、夏祭りのほうに来

場いただきまして物販を行ったところでございます。今年度につきましては、夏祭りではな

くオランダ祭りのほうにぜひ来ていただきたいということで話を進めております。その中で、

かんかんてらすでの物販イベント的なものを、どうでしょうかということで提案を差し上げ

ているところでございます。 

  また、近隣市町村の物販ということにつきましては、現在、登録者、石川町の方がコンニ

ャクということで出品をしているものがございます。近隣町村のそういった定期的に出品可

能な方がおられる場合につきましては、種類が多いということも１つの来館者のＰＲにつな

がると思いますので、今後も積極的に検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 聞くところによると、物販のワゴンが３台ほどまだ空いているという

ふうなことをお伺いをしておりますので、スペースそのものが限られるところもあるかと思

いますが、やはりいろんなものが展示されていて、いろんな方々が求めるニーズはばらばら

だと思いますので、しっかりワゴンを空かさないように物販を充実できるようにしていただ

ければというふうに思います。 

  次に、（２）番のオープンしてからの諸課題はあるのかについてお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員の質問にご答弁申し上げます。 

  オープンしてからの諸課題ということにつきましては、まず、物販販売の時間に対します

延長をしてほしいというような要望、それから町外などから車でかんかんてらすに訪れる方

に対しまして、案内表示といいますか、案内看板が不足している点などが課題として挙げら

れたと思います。案内看板につきましては、既存のできあいの看板の利活用、そのほか新た

に申請するなどの検討をするかと思いますが、商工課観光パンフレットなども活用しまして、

来館者のＰＲ向上には努めてまいりたいと考えております。 

  まだ始まったばかりの施設でございますので、来館者の皆様のさまざまなご意見、ご要望

などを聞きながら、利用しやすい施設となりますように検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 
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〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 今、副課長から看板の話が出ましたが、かんかんてらす建物そのもの

の看板が、余りにも小さ過ぎる。せっかく町の顔としてオープンをさせたいという町長の多

分肝いりの事業だと思うんですが、今の看板から、これから変える考えはあるのかどうかお

尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員の質問にご答弁申し上げます。 

  ５番議員さんがおっしゃるとおり、かんかんてらすの看板が小さくてわかりにくいという

ご意見もいただいているところでございます。看板設置につきましては当然新たな費用が発

生するというようなことでございますので、その確保につきましても検討しながら、遠くか

らでもわかりやすい、車から見てもわかりやすいというような施設にしてまいりたいという

ふうに考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） せっかく外装まできれいにして白い建物で目立つかんかんてらすとい

う、こういうふうなせっかくネーミングをつけていただいた方に対しても、これが敬意なの

かなというふうに思いますので、看板についてはしっかり検討していっていただきたいとい

うふうに思います。 

  次に、（３）に入ります。 

  今後の運営方針はどのように活用していくのか考えをお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  かんかんてらすの今後の運営方針につきましては、町の観光交流拠点として、町の観光資

源でもあります田んぼアート、それから鳥見山公園、岩瀬牧場などを訪れます町内外からの

観光客に、まずはかんかんてらすに足を運んでいただきまして、さらにはかんかんてらすで

町内の事業所、飲食店などの情報を発信することによりまして、町なかでの周遊というもの

を促してまいりたいというふうに考えております。さらには町の農産物、特産品販売のさら

なる充実を含めまして、キッチンスペース、それから菓子製造室などのチャレンジショップ

の活用によりまして、６次化商品の開発、それから創業支援というところで施設の利活用を

図りながら、にぎわいのあるかんかんてらすということでつなげてまいりたいと考えており
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ます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） 補足しますけれども、いずれにしても私が進める、駅におりてみたい、

歩いてみたい、そして住んでみたいの中のいわゆる駅におりてみたいの事業であります。そ

の中でこのかんかんてらすも当然でありますし、駅そのものも今後しっかりと考えていかな

ければならないと。その中でことしの予算の中では駅東口のＪＲから用地を求める、そうい

った計画になっております。そういったことも含めてしっかりと東西連携が図れるような駅

におりてみたい、そういったものについてしっかりと連携していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 細やかな答弁をいただきまして、ありがとうございました。これから

田んぼアートも田植えが終わりましてだんだんと見ごろになってくれば、もちろんこのかん

かんてらすもにぎわいが増してくるのではないかなというふうに思いますので、充実した事

業をお願いを申し上げたいというふうに思います。 

  次に、農業政策についてお尋ねをいたします。 

  飼料用米の農家への補助金についてお伺いをいたします。 

  米政策改革によって飼料米の作付に影響はあったのかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問に答弁申し上げます。 

  ご存じのとおり平成30年から主食用米作付の生産数量目標が廃止されまして、生産者、そ

れから集荷業者などは需要に応じました米の生産ということが求められることとなっており

ます。平成30年以降も主食用米の需要は減少するというふうに見込まれております。米価の

安定のためには、町の地域農業再生協議会としましても生産数量目標にかわります生産数量

の目安を決定しまして、飼料用米を初めとした新規需要米を推進しているところでございま

す。 

  ご質問の飼料用米の作付状況になりますが、平成29年産が84名の方で68ヘクタール、平

成30年産が67名で52ヘクタールということで、人数にしますと、17名が減、面積では16ヘ

クタールの減となっております。反対に、主食用米の作付面積が５ヘクタールふえておりま

して、米政策改革による直接支払交付金、10アール当たり7,500円交付されておりましたが、

その影響によりまして飼料用米が減少しまして、主食用米が増加している状況でございます。 
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  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 飼料用米が作付が減ったということでありますけれども、飼料用米の

生産振興のための補助はどのようになっているのかについてお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） 答弁申し上げます。 

  飼料用米の補助につきましては、天のつぶなどの一般品種での取り組みの場合、それから

ふくひびきなどの多収性の取り組みの場合で金額は変わってまいりますけれども、まず、国

の水田活用の直接支払交付金、こちらが10アール当たり最大で10万5,000円。それから産地

交付金の圏域枠と言われるものが9,000円から１万2,000円、同じく産地交付金の地域枠に

つきましては5,000円、町単独での補助金が1,000円から3,000円となっております。これら

を合計しますと、一般品種の場合で10アール当たり９万5,000円、多収品種での場合ですと

10アール当たり12万5,000円となっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） この飼料用米の補助金については、近隣町村とのバランスとかそうい

う金額についての調査は行っての実施だったのかどうか、この辺についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） 飼料用米の補助につきましては、近隣の町村の状況と鏡石の

状況をちょっと申し上げたいと思います。 

  まず、須賀川市の状況でございますが、一般品種での場合ですと合計が９万7,000円、天

栄村が10万1,000円ということで、鏡石町と須賀川市は2,000円、天栄村との間では6,000円

の開きがございます。また、多収品種の場合の取り組みになりますと、須賀川市の場合は最

大で13万7,000円、鏡石町の場合ですと12万5,000円ということで１万2,000円の差がござい

ます。天栄村につきましては多収品種で取り組みをされている方がいらっしゃらないという

ことで、こちらの補助は行っていないというようなことでございます。 

  町単独での補助金の金額につきましては、昨年まで水耕の直播栽培に対しまして補助を行

ったところでございますが、こちら取り組みされている方が２名と少ない状況がございまし
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て、そちらの財源をもとに今年度より補助をするというようなことでの単価設定となり、

1,000円、それから3,000円というような設定になっております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 農家の方々がやはり天栄の方とか須賀川の方々と話をされて、実質鏡

石は1,000円、天栄は5,000円というふうな、こんなふうな話が出てくると、どうして鏡石

は少ないんだというふうなこんな声が農家の方々から聞かれます。そんなことを考えて、今

後近隣町村とのバランスというか、その辺も考えながら補助金について出していただければ

いいのかなというふうに要望しておきます。 

  次に、飼料用米の生産拡大に向けた施策はあるのかどうかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  ５番議員がおっしゃられているとおり、近隣市町村とのバランスをということに対しまし

ては、大変重要であるというふうに考えておりますので、産地交付金の地域枠について、そ

の他の作物のバランスを見直しながら、予算の確保を含めまして検討してまいりたいという

ふうに考えております。また、飼料用米につきましては主食用米と同じような管理で作付が

可能ですので、そういった取り組みについてＰＲしてまいりたい。それから、主食用米の影

響を受けずに、補助金によりましてある程度の収入が確保できるといったメリットもござい

ますので、その辺をＰＲしながら、今後単価の見直しを含めて検討してまいりたいと考えて

おります。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） この後の質問にもかかわっていきますので、しっかりとした対応をお

願いをしたいというふうに思います。 

  次に、（２）の質問に移ります。 

  新規就農者の実態についてお伺いをいたします。 

  まず初めに、農業従事者の高齢化が進む中、鏡石町として新規就農者の実態はどのような

状況なのかお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長。 
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○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  2015年の農林業センサスによりますと、鏡石町の農業経営者の平均年齢、こちらは61.5

歳となっております。福島県全体の平均が64.6歳となっておりますので、比較しますと3.1

歳若く、県内におきましては２番目に若いというような状況になってございます。一方、町

の認定農業者の平均年齢につきましては平成29年度末現在で59.8歳ということで、60歳目

前ということで、徐々に高齢化しているような状況でございます。 

  ご質問の新規就農者の実態ですが、平成25年度に１名、平成26年度、27年度は０名とい

うことでしたけれども、平成28年度に２名、平成29年度に３名、この５年間で６名となっ

ておりまして、就農時の年齢につきましては、20代の方が１名、30代の方が５名というよ

うな状況となっております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） ありがとうございます。 

  それでは、その新規就農者への町としての支援策はあるのかどうかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） 新規就農者に対する支援策ということでありますけれども、まず国の

新規就農者に対しましての支援ということにつきましては、農業次世代人材投資事業という

ものがありまして、その中では準備型及び経営開始型の２種類があるということです。準備

型につきましては、先進農家、農業法人で就農に向けた研修を受ける場合、年間150万が最

長２年間交付されると。そして経営開始型につきましては、45歳未満で独立、自営就農する

方に対して、年間150万円が最長５年間交付されるということであります。 

  また、町の独自の支援策でありますけれども、これについては昨年度より農業人生応援プ

ロジェクト事業として、農業次世代人材投資事業の交付対象者に10分の１の上乗せ補助を行

っているほか、農業次世代人材投資の交付対象とならない、いわゆる45歳以上の50から65

歳未満、45歳以上65歳未満の新規就農者に対しまして、農業就農者支援事業として10万か

ら50万円の補助を行っております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 先ほど申し上げましたけれども、農業従事者、やはり高齢化が進んで

おる中で大変新規就農者は大切な人材だと思いますので、今後もしっかりとした支援策を町
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のほうは考えていただきたいというふうに思います。 

  続きまして、（３）の耕作放棄地の対策についてお伺いをいたします。 

  鏡石町の耕作放棄地の現状についてお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  全国的に担い手が減少してきておりまして、それと反比例するように耕作放棄地というも

のが増加傾向にございます。その発生原因は、高齢化、労働力の不足、土地条件が悪い、基

盤整備されていない、農作物の価格の低迷などが主な原因になっているというふうに考えて

おります。 

  鏡石町の耕作放棄地は、平成27年度で64.6ヘクタールであったものが、平成28年度で68

ヘクタール、平成29年度では71.8ヘクタールとなっておりまして、年々増加傾向というこ

とでございます。そのうち田んぼが約６割、畑が約４割というような状況になっておりまし

て、農地の受け手が不足しているといった中で、土地条件の悪い農地を中心に耕作放棄地が

増加しているものと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） やはり全国的にだと思うんですが、耕作放棄地は年々増加をしている

というふうなことであります。ただいま副課長からご答弁いただいたように、高齢化と労働

力不足ということになってきていると思います。この辺について町として、またＪＡ夢みな

みなどと連携をしながら、何かこの耕作放棄地に歯どめをかけるような施策は考えているの

かどうか、改めてお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長、小林君。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  先ほど申し上げましたとおり、耕作放棄地、年々増加しているような状況でございます。

耕作放棄地を発生させない、これ以上ふやさないという意味では、成田地区、基盤整備完了

しておりますが、こちらの耕作放棄地の発生につきましてはほとんどないような状況もござ

います。全国的な統計でも、圃場整備、基盤整備を実施した地区においては、非常に耕作放

棄地の発生が少ないというような統計もございますので、今後、高久田地区を含めました基

盤整備事業の実施、それから大規模な基盤整備でなくても、小規模な基盤整備の実施につき

ましても検討してまいりたいと考えております。 
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  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  補足でありますけれども、我が町につきましては県内で町全体の面積は下から３番目に小

さい町。しかし農地につきましては、いわゆる59市町村、市も含めて上位27番前後にある

と、いわゆる下から３番目から農地については上位にあるとそういうことも含めて。さらに

は、いわゆる町の半分の面積が農地だと。そして、さらに市街地をすべて農地に囲んでいる

というふうになります。そういうことを含めると、しっかりとしていわゆる農地を守ること

も大事だし、市街地を守るということも大事な部分でございますので、そういった観点から

わが町は70ヘクタールありますけど、さらにふえるということでありますので、これについ

てしっかりとしていかなければならない。それが田園と町づくりをしっかりとしていかなけ

ればならないという、そういったわけで、多分この次の課題でありますけれども、質問でも

ございますけれども、しっかりとして調整をしていきたいと考えているところであります。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 次の質問をお待ちかねのような雰囲気がありますが。 

  昨年度から始まった油田計画の進捗状況はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課副課長。 

○産業課副課長（小林 誠君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  町では、耕作放棄地の解消、発生防止対策として農地再生プロジェクト事業、かがみいし

油田計画としまして昨年度よりスタートしております。その推進につきましては、どうして

も省力化のための機械化、それから多収栽培技術が必要となりますので、昨年度は菜種の実

証展示ほ場を各団体が協力を得まして、町内３カ所、面積にしますと約65アールに設置をし

ております。ことしの６月下旬から７月には収穫期を迎えますので、汎用コンバインによる

刈り取り、収穫調整後には搾油をしまして、学校給食などでの活用を予定しております。 

  また、今年度からは、近年、天然性の機能性植物油として注目されておりますエゴマの実

証展示ほ場として、１カ所ですが30アール程度の面積を予定しておりまして、その準備を進

めているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 菜種が65アール、エゴマが30アールということで大変いいことだな
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というふうに思います。 

  次に、先ほどの２番目の課題と連動してくるんですが、耕作放棄地対策として、この油田

計画の今後の推進方法をどのように考えているのかお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  菜種、あとエゴマこの辺ではじゅうねんということでありますけれども、この栽培による

油田計画という推進をしているということであります。この推進に当たりましては、特にで

すね、労働力の低減、さらには収益性の観点から機械化による省力化や多収による収穫の向

上が必要というふうに考えております。そのために実証展示ほ場を設置しまして農業普及所

と連携しながら、その栽培体制を確立して、将来的には推進協議会の設立と、やはり何とい

っても作業効率でございますので、機械化導入も視野に入れて推進していきたいというふう

に考えております。作業であって１ヘクタール、耕作放棄地70ヘクタールありますので、当

然機械化することが大事だと。そして農業ばかりじゃなくて、いわゆる非農家も含めて取り

組んでいくことが大事だなというふうに考えますので、そういったことも含めて推進協議会

などの設置も必要なのかなというふうに考えております。そしてまた、菜種、エゴマ、この

原料をそのままで販売する原料販売、加工販売、収益率が高いものについてやっていかなけ

ればならないということでありますので、やはり６次化の産品の開発にも取り組んでいきた

い。やはり先ほど議員からも質問あったいわゆる笑顔と健康ということ、町民が健康になっ

ていく、当然エゴマもそうでありますし、菜種もそうであるということも含めて、そういっ

たことも含めて大事なのかなというふうに考えております。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） エゴマ油、そして菜種油、６次化につながり、そして新しい鏡石の商

品、産品となり得るように、ご努力のほうよろしくお願いを申し上げたいというふうに思い

ます。 

  続きまして、大きな３番の町長の政治姿勢についてお伺いをいたします。 

  冒頭に申し上げましたが、遠藤町長には３期目の当選、誠におめでとうございます。６月

24日から３期目の鏡石町のかじ取りを託されるわけでありますが、町民の負託に応えるべき

４年間もよろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

  まず初めに、（１）鏡石駅東第１土地区画整理事業の第３工区の取り組みについてお伺い

をいたします。 

  まず初めには、①として、道路等の配置計画はどのように計画をするのかお伺いをいたし
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ます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○都市建設課長（小貫正信君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  鏡石駅東第１土地区画整理事業につきましては、今年度に第１工区が完了する見込みであ

り、第３工区への着手に向け、現在、事業計画の変更に合わせ、道路整備に対する国庫補助

金の増額などを行い、町の財政的な負担軽減を図りながら事業の推進に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  第３工区の道路等の配置計画につきましては、都市計画道路２路線、延長で１キロメート

ル、区画道路で23路線、延長で2.5キロメートル、歩行者専用道路４路線、延長で0.2キロ

メートル、合計しまして29路線、延長で3.7キロメートルの配置を計画しております。 

  事業計画において道路配置計画の方針を示しており、現在の県道である都市計画道路成田

鏡田線を区画整理の内外を結ぶ主要な幹線道路として、都市計画道路東町鳥見山公園線を区

画整理内の生活を補完する幹線道路として配置を計画しております。また、区画道路につき

ましては、生活道路として土地利用に配慮した配置を考えております。幹線道路に車を誘導

することで、生活道路に区画整理地区内からの通過交通を少なくすることで、安全な町づく

り、街区をつくりたいと、そのような考え方で進めていきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） お尋ねしたのは、１工区の中でも若干狭い道路があるかと思うんです

よ。３工区については余り狭い道路、せめて乗用車が往来できるような、そのぐらいの幅員

を持った道路をしっかりと整備していただければということで、この質問をさせていただき

ました。 

  次に、②番でありますが、土地規制の状況と建築可能な建物はどのようなものなのかお伺

いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○都市建設課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  鏡石駅東第１土地区画整理事業は、牧場の朝のまちのイメージを崩すことなく、区画整理

による土地利用の増進と良好な環境保全と調和を図るために、都市計画法による土地規制を

行っております。 

  第３工区の土地規制の状況につきましては、用途地域により建築物の用途を定めておりま
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して、県道成田鏡田線沿線を準住居地域に、その北側の構造改善センター付近を第１種中高

層住居専用地域にそれぞれ用途地域を指定しております。第３工区の多くを占める準住居地

域とは、道路沿道の特性に適した業務の利便性を増進しながら住居の環境を保護するための

地域でありまして、住居のほかに店舗、事務所、公共施設、住環境を悪化させない小規模な

工場と、多くの業種の立地が可能になっております。また、業務環境及び住居環境の悪化を

未然に防ぐために、町独自に都市計画法による鏡石駅東第１地区計画を定めておりまして、

用途地域では規制できない畜舎などの建築制限を行い、良好な住環境の形成を図るための計

画になっているということでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） ただいま準住居地域については理解できたんですが、この第１種とい

うものについての建築規制はあるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○都市建設課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  第１種中高層住宅地域になります。こちらにつきましては、主に住宅等が配置されるとい

う計画でありますので、道路沿線のように事務所、店舗、その他の施設については面積要件

などの要件によって制限が加えられるということで、沿線よりも若干住居に特化した制限に

なるという地域でございます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） それでは、次の町が先行した土地の活用についてどのようにするのか、

町当局の考えをお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  駅東第１土地区画整理事業区域内でありますけれども、ここは約56ヘクタールございます。

この１工区から５工区になりますけれども、その中でこの56ヘクタールの中には、町が平成

11年に公共公益施設業種の確保を目的としまして先行取得をしております。この町の所有、

この56ヘクタールの中には93筆約11.2ヘクタールがあります。その当時の取得費用、約６

億1,000万が投じられたということであります。その中で今回、第３工区内の先行取得した

土地については約2.48ヘクタールがあります。この土地の取得につきましては、当初の目
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的どおりでありますけれども、公共公益施設の建設用地として集約をしていきたいというこ

とであります。 

  なお、この土地の集約につきましては、土地区画整理審議会さんが主権者とのご理解をい

ただきながら進めていくということであります。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） それでは、次の（２）番に入らせていただきます。 

  公共の建物を建てたいという、こんなふうなご答弁をいただきまして、仮称健康福祉セン

ターの建設計画についてお伺いをいたします。 

  具体的な建設場所について検討はしているのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） この具体的な建設場所ということでありますけれども、先ほども答弁

しましたけれども、駅東第１土地区画整理事業の第３工区内に今点在する町有地を集約する

ことによりまして、仮称でありますけれども健康福祉センターの建設用地の確保をしていき

たいというふうに考えているところであります。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 面積とか機能とかというところはどのように考えているのかお尋ねを

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） 具体的な面積、機能ということでありますけれども、まず用地につい

ては先ほど言いましたように、３工区内にある2.4ヘクタールを集約する。ただ、具体的な

ものとして、その土地の集約方法をどうするか検討したいと思います。この健康福祉センタ

ーの建物自体の面積、さらには機能につきましては、昨年度の末からまちづくり調整グルー

プを中心に庁内調整会議において施設整備に係る役場内の関係各課で具体的な導入機能等も

含め、他町村の類似施設視察予定等、調査研究を進めるということであります。また、財源

等も含めた中で建設計画の策定に向けた協議を行いまして、今後町における子供から高齢者

などの全ての世代において健康増進や、あるいは福祉向上に役立てられる具体的な施設の機

能や面積を検討していきたいというふうに考えているところでございます。 
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○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） ３工区相対的にと、それから健康福祉センターを含めた、町長の今の

答弁の中にも含まっているかもしれませんけれども、町長の考えるビジョンについて、もう

一度お伺いをしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） 仮称でありますけれども、健康福祉センターの建設については、１つ

には、老朽化している、いわゆる町の保健センター、旧診療所になります。それと成田保健

センターを集約をしまして、町民の健康や保健機能の充実を図りたいと考えております。 

  ２つ目は、福祉部門でありますけれども、現在、勤労青少年ホーム内に事務所を置いてい

る役場の福祉部門、さらに地域包括支援センター、そして老人センター内には社会福祉協議

会。また、シルバー人材センター、そして生活自立サポートセンター、県中、県南事業所等

の福祉部門を１つの施設内に集約をするということで町民の利便性の向上を図りたいという

ことであります。これら施設の集約によりまして、健康と福祉の充実が図れるとともに、老

朽化している施設の問題解消にもつなげていきたいということであります。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） コンパクトシティの町づくりということで、国交省の何か補助事業と

いうのもあったと思うんですが、その辺について、この健康福祉センターについての補助メ

ニュー等々については調査をしているのかどうかについてお伺いしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） 庁内の各課には、今ご質問があったメニューについては、いろんな観

点からどんなメニューがあるのか、こういったものを調査を今しているということでありま

す。ただ、現時点で私どもの方には報告があるというわけではないということでありますけ

れども、いろんな補助を受けながら考えていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） できる限り、補助メニュー等々があれば、国や県の補助メニューも活

用しながら、この件についてやっていただければいいのかなというふうに思います。 

  次に、（３）の上水道第５次拡張事業の取り組みについてお尋ねをいたします。 
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  先ほど畑議員もお尋ねをしましたが、①の第５次拡張事業の総事業費及び事業概要につい

てお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ５番議員の質問にご答弁を申し上げます。 

  上水道第５次拡張事業につきましては平成21年に事業認可を取得しまして、新たな水源地

の整備や導水管、配水管布設など、水道施設の老朽化対策や耐震化等、喫緊の課題である防

災対策も考慮しつつ、新たな浄水場を整備する計画に取り組んでおります。水道事業の使命

であります安全で安心な水道水を安定して供給し続けていくこと、良質な水資源の保全、確

保を念頭に事業推進に努めております。 

  総事業費につきましては、水源地整備や導水管、配水管布設、中継ポンプ場整備、新浄水

場建設、調査設計、用地買収等を含めまして、現在約50億円を計画しております。また、昨

年度、新浄水場建設のための実施設計業務が完了したことから、今後必要となる導配水管整

備費用等を含め、総事業費の精査を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） それでは、現時点での事業の進捗状況というのはどのぐらい進んでい

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ご答弁申し上げます。 

  現時点での進捗状況ということでございます。 

  平成21年に事業認可を取得して、第５次拡張事業としましては、これまで既存施設の改修、

新浄水場予定地の用地買収、新たな水源地を整備３カ所を実施してございます。また、中継

ポンプ場の建設、導水管、配水管布設など施設整備に取り組んできたところでございます。 

  今後の整備として残っておりますのが、新浄水場の建設や、それに附属します導水管、配

水管の布設が残っているということになります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 50億という総事業費があるわけでありますけれども、この資金不足に

対する取り組みについて今後の水道料金の改定等々は考えられるのかお尋ねをいたします。 
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○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ご答弁いたします。 

  施設の整備の建設改良に要する財源としては、主に企業債の借り入れというものでありま

す。預金収入は維持管理などの事業運営に充てるほか、一部建設改良費の補塡の財源となり

ます。今後の施設整備は大規模な事業であり、施設整備費が大きくなるため、多大な資金が

必要となることから、将来的な経営がますます厳しくなることが見込まれます。 

  水道料金は給水人口の減少や節水型社会の到来による水需要の減少に伴い、料金収入を確

保するためには、料金改定は必要不可欠と考えてございます。平成28年度に料金改定を行い、

一定の成果を上げております。今後の料金改定につきましては、消費税率の改定や経済情勢

等も考慮しながら、適正な料金の設定について検討、検証に努めてまいりたいと考えており

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 料金改定については、これから核家族、そして高齢化が進んでいく中

で、大変生活が大変になってくるという家庭がどんどんふえてくると思います。そういう中

において、やはり低所得者に対する優しい水道料金改定ということをお願いをしておきたい

というふうに思います。 

  次に、留保資金の活用及び一般会計からの繰り入れは考えられるのか、お尋ねをいたしま

す。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田竹雄君） ご答弁申し上げます。 

  上水道事業会計においては、毎年減価償却費などの現金支出を伴わない費用計上によって

生じた内部留保資金を積み立てております。当水道事業においても、内部留保資金は、主に

施設整備の費用やこれまで行った施設整備のために借り入れした起債の元金返済の財源とし

て使われております。今後は施設整備費が大きくなることから、起債の元金返済などの費用

が増加していくと見込まれるため、財政運営は厳しいものになります。今後の財源確保が課

題となることは認識しており、今年度は一般会計より出資金として1,000万円が予算計上さ

せていただいております。将来世代への負担が課題とならないよう、課題解決に向けては、

今後も継続的に支援していただくよう、一般会計からの繰り入れについて町財政サイドと条

件整備するとともに、総務省が示しております繰り出し基準に基づいた繰入金等について重
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ねて精査してまいりたいと考えてございます。 

  答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 大変重要な事業で大変だと思いますが、安心・安全な水の供給のため

に、できる限り低コストでの建設にご努力をいただくことを切にお願いを申し上げます。 

  現在、遠藤町長におかれましては、福島県の町村会の会長として、県内はもとより中央へ

の要望活動など東奔西走の日々が続き、ご苦労があると思いますが、今までにまいた種の事

業や、これから種をまかなければならない事業など困難はあると思いますが、住んでみたく

なる鏡石町、そして元気で活力のある鏡石町の町づくりのために頑張っていただくことを切

にお願いを申し上げて、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ５番、菊地洋君の一般質問は、これまでといたします。 

  以上をもって通告のありました一般質問は全部終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎休会について 

○議長（渡辺定己君） お諮りいたします。 

  議事運営の都合により、あす６月８日から11日までの４日間、休会としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、６月８日から11日までの４日間を休会とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時４５分 
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開議 午前１０時００分 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は11名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開

きます。 

  なお、教育委員長につきましては遅参するの届け出がございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎追加議案の報告 

○議長（渡辺定己君） 初めに、追加議案１件が提示されておりますので、本日の議事運営に

ついて議会運営委員長の報告を求めます。 

  ６番、長田守弘君。 

〔議会運営委員長 長田守弘君 登壇〕 

○６番（議会運営委員長 長田守弘君） ご報告いたします。 

  追加議案が１件ございましたので、ご報告をいたします。 

  第12回鏡石町議会定例会議事日程（第４号の追加１）平成30年６月12日火曜日、午前10

時開議。日程番号、件名の順でご報告いたします。 

  日程番号１から７につきましては、先日ご報告のとおりであります。 

  日程番号第８、議案第218号 副町長の選任につき同意を求めることについて。 

  １件追加がございましたので、ご報告をいたします。 

○議長（渡辺定己君） 議会運営委員長の報告のとおり、追加議案１件を本日に追加して審議

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、追加議案１件を本日に追加して審議することに決しました。 

  本日の議事は、議事日程第４号の追加１により運営いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、議案第213号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長、橋本喜宏君。 

〔税務町民課長 橋本喜宏君 登壇〕 
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○税務町民課長（橋本喜宏君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第213号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  196ページをお願いします。 

  このたびの国保税条例改正につきましては、平成29年分の住民税確定申告による所得割と、

４月１日の算定基準における国民健康保険被保険者数及び世帯数が確定したことにより、国

保税算定に係る案分率の見直しを行い、一部税率の改正を行うものであります。 

  主な改正につきましては、被保険者数及び世帯数の減少による療養給付費に対応した税額

としたこと、保険税負担に係る応益割、応能割の負担割合に配慮したことであります。 

  なお、本改正案につきましては、５月15日に町国民健康保険運営協議会に諮問し、同じく

同月18日に開かれました協議会において審議されまして、原案どおり答申をいただいたもの

であります。 

  197ページをお願いします。 

  主な改正の内容につきましては、応能、応益割について見直し、国民健康保険加入者の負

担軽減を図ったものであります。 

  具体的には、医療給付後期高齢者支援金分として所得割で0.9％の減、均等割で2,500円

の減、平等割で500円の減としております。 

  改正条文につきましては、まず医療給付費に係る第３条中、所得割額を「100分の9.10」

から「100分の8.30」に、同じく第５条における均等割額「２万6,500円」を「２万4,400円」

に改めるものであります。 

  次に、後期高齢者支援金に係る第６条中、所得割を「100分の2.4」から「100分の2.3」

に、第７条の２における均等割額を「7,100円」から「6,700円」に、第７条の３における

平等割を「6,300円」から「5,800円」に改めるものであります。 

  次に、介護納付に係る第８条中、所得割を「100分の2.35」から「100分の2.20」に、同

じく第９条の２における均等割を「8,800円」から「8,600円」に、同じく第９条の３にお

ける平等割を「7,000円」から「5,800円」に改めるものであります。 

  また、７条の３第２号、第３号及び第23条の各号における改正につきましては、それぞれ

２割、５割、７割軽減適用時の減額に関する改正であります。 

  198ページをお願いします。 

  附則につきましては、１において施行期日を公布の日から施行するとし、２において適用

区分につきましては、改正後の規定は平成30年度以降の年度分の国民健康保険税において適

用し、平成29年度分までにつきましては、従前の例によるものとしたものであります。 

  以上、議案第213号につきまして、提案理由の説明を申し上げました。 
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  ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第213号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

の件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第２、議案第214号 鏡石町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたしま

す。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  福祉こども課長、関根邦夫君。 

〔福祉こども課長 関根邦夫君 登壇〕 

○福祉こども課長（関根邦夫君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第214号 鏡石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。 

  199ページをお願いします。 

  このたび、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の
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施行に伴い、放課後児童支援委員の資格要件について条例の一部を改正するものであります。 

  199ページをお願いいたします。 

  鏡石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例。 

  鏡石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年鏡石

町条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  第10条第３項で放課後児童支援委員の資格要件について定めており、第10条第３項第４

号を次のように改める。 

  ４号、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条に規定する免許状を有する者とい

うことであります。 

  第10条第３項に次の１号を加える。 

  第10号、５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたも

のとして対象を拡大するものであります。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  以上、提案理由のご説明を申し上げました。 

  ご審議をいただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第214号 鏡石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第３、議案第215号 損害賠償請求に係る反訴の提起についての

件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、栁沼英夫君。 

〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第215号 損害賠償請求に係る反訴の提起について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

  200ページをお願いいたします。 

  今回の提起につきましては、本年１月19日付で送達されました福島地方裁判所郡山支部平

成29年（ワ）第342号損害賠償請求事件に対する反訴を提起したいので、地方自治法第96条

第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  まず、事件名につきましては、福島地方裁判所郡山支部平成29年（ワ）第342号損害賠償

請求事件でございます。 

  ２番の、反訴の相手方の住所及び氏名につきましては、福島県岩瀬郡鏡石町久来石南470

番地１、赤沼不動産株式会社、代表取締役、赤沼武臣氏、本訴の原告でございます。 

  本訴事件の概要につきましては、原告の所有する土地に隣接しておりますため池、新池で

ありますけれども、この新池が町が所有権及び管理権があるにもかかわらず、水害等の防災

対策を怠ったために用水路等が氾濫して、原告の所有物が損壊したということで、5,000万

円のうち、内金500万円の損害賠償を求められている事件でございます。 

  反訴の内容につきましては、２段目になりますけれども、その原因につきましては、反訴

の相手方が同用水路を不法に占拠している状態でありまして、町によります用水路管理が不

能となっていた事情があるためであることから、所有の土地の明け渡しを求めて反訴を提起

するものでございます。 

  以上、議案第215号につきまして、提案理由のご説明を申し上げました。 

  ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第215号 損害賠償請求に係る反訴の提起についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第４、議案第216号 平成30年度鏡石町一般会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  副町長、小貫忠男君。 

〔副町長 小貫忠男君 登壇〕 

○副町長（小貫忠男君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第216号 平成30年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書201ページをお願いいたします。 

  このたびの補正予算につきましては、社会資本整備総合交付金及び元気キッズサポーター

派遣事業補助金の内示等に伴う補正予算で、第１条といたしまして、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ6,704万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億

6,004万円とするものであります。 

  第２条は、債務負担行為の補正、第３条は、地方債の補正であります。 

  議案書204ページをお願いいたします。 

  204ページ、第２表債務負担行為補正であります。 

  １追加といたしまして、鏡石町防犯灯ＬＥＤ化事業の追加であります。期間が平成30年度

から平成40年度まで、限度額が5,388万円になります。 



－77－ 

  第３表地方債補正。 

  １変更であります。起債の目的が鏡石二区集会所建設事業費、限度額を3,710万円から

5,060万円とするものであります。 

  次に、町道整備事業費、限度額を１億1,890万円から１億4,550万円とするものでありま

す。 

  次に、208ページからの事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○副町長（小貫忠男君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。 

  ご審議をいただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第216号 平成30年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）の件を採決いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第５、議案第217号 平成30年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整

理事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  都市建設課長、小貫正信君。 
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〔都市建設課長 小貫正信君 登壇〕 

○都市建設課長（小貫正信君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第217号 平成30年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

  215ページをお願いいたします。 

  このたびの補正につきましては、国の社会資本整備総合交付金事業の採択内示に伴いまし

て、事業の財源整理を行うものでございます。 

  既定の歳入歳出予算の総額に変更はなく、第２条、地方債の変更につきましては、第２表

地方債補正によることといたします。 

  218ページをお願いいたします。 

  第２表地方債補正、１変更、起債の目的、区画整理事業、補正前の限度額が1,990万円、

補正後につきましては3,210万円の変更となります。 

  続きまして、補正の内容につきましては、222ページからの事項別明細によりご説明を申

し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○都市建設課長（小貫正信君） 以上、提案理由をご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第217号 平成30年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）の件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎各常任委員会委員長報告（請願・陳情について）及び報告に対する質

疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第６、請願・陳情についての件を議題といたします。 

  本件に関し、まず初めに、陳情第14号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書

採択についての陳情について及び陳情第17号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続

と、被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書の提出を求める陳情書についてを総務文

教常任委員長より一括報告を求めます。 

  11番、木原秀男君。 

〔総務文教常任委員長 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（総務文教常任委員長 木原秀男君） 平成30年６月12日。鏡石町議会議長、渡辺

定己様。総務文教常任委員会委員長、木原秀男。 

  陳情審査報告書。 

  本委員会は、平成29年12月11日及び平成30年６月６日付託された陳情を審査の結果、次

のとおりとすべきものと決定したので、会議規則第89条の規定により報告します。 

  記。 

  開催月日、平成30年６月11日。開議時刻、午前10時。閉会時刻、午前10時35分。出席者、

委員全員。開催場所、議会会議室。 

  説明者。総務課、栁沼課長、吉田、須賀、面川副課長。教育課、髙原教育長、角田課長、

積田指導主事、大河原副課長。 

  付託件名。陳情第14号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての

陳情について。陳情第17号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒

の十分な就学支援を求める意見書の提出を求める陳情書。 

  審査結果。陳情第14号は、不採択すべきものと決した。陳情第17号は、採択すべきもの

と決した。 

  審査経過。陳情第14号については、担当課（総務課）の意見・説明を求め審査をした結果、

全会一致で不採択すべきものと決した。陳情第17号については、担当課（教育課）の意見・

説明を求め審査をした結果、全会一致で採択するべきものと決した。 

  意見なし。 

  以上、報告します。 

○議長（渡辺定己君） これより委員長の報告に対する一括質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって一括質疑を終了いたします。 

  これより討論、採決を行います。 

  初めに、陳情第14号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての陳

情についてを討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  陳情第14号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書採択についての陳情につい

ての採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件に対する委員長の報告は不採択とすべきものであります。 

  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、本件は委員長報告のとおり不採択とすることに決しました。 

  次に、陳情第17号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分

な就学支援を求める意見書の提出を求める陳情についての討論、採決を行います。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  陳情第17号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学

支援を求める意見書の提出を求める陳情についての採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件に対する総務文教常任委員長報告は採択すべきものであります。 

  本件は委員長の報告どおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 
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  したがって、本件は委員長の報告どおり採択とすることに決しました。 

  次に、陳情第18号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情についての件

を産業厚生常任委員長より報告を求めます。 

  ４番、古川文雄君。 

〔産業厚生常任委員長 古川文雄君 登壇〕 

○４番（産業厚生常任委員長 古川文雄君） それでは、ご報告申し上げます。 

  平成30年６月12日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。産業厚生常任委員会委員長、古川文

雄。 

  陳情審査報告書。 

  本委員会は、平成30年６月６日付託された陳情を審査の結果、次のとおりとすべきものと

決定したので、会議規則第89条の規定により報告します。 

  記。 

  開催月日、平成30年６月11日。開議時刻、午前９時55分。閉会時刻、午前11時29分。出

席者、委員全員。開催場所、第１会議室。 

  説明者。健康環境課、菊地課長、吉田保健師長、河合副課長。 

  付託件名。陳情第18号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書。 

  審査結果。陳情第18号は、継続審査すべきものと決した。 

  審査経過。陳情第18号については、担当課（健康環境課）の意見、説明を求め、審査をし

た結果、全会一致で継続審査すべきものと決した。 

  意見なし。 

  以上、報告といたします。 

○議長（渡辺定己君） これより委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論、採決を行います。 

  陳情第18号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 
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  陳情第18号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書についての採決を

行います。 

  お諮りいたします。 

  本件に対する委員長の報告は継続審査とするべきものであります。 

  本件は委員長の報告どおり決することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（渡辺定己君） 挙手全員であります。 

  したがって、本件は委員長の報告のとおり継続審査とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会閉会中の継続調査の申出について 

○議長（渡辺定己君） 日程第７、議会運営委員会閉会中の継続調査の申出についての件を議

題といたします。 

  議会運営委員長から、会議規則第70条の規定によって、お手元に配付しました所管事務調

査について閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第８、議案第218号 副町長の選任につき同意を求めることにつ

いての件を議題といたします。 

  ここで、関係者の退場を求めます。 

  副町長、小貫忠男君。 

〔副町長 小貫忠男君 退場〕 

○議長（渡辺定己君） 局長に議案を朗読させます。 

○議会事務局長（小貫秀明君） 〔第２１８号議案を朗読〕 

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ただいま上程されました議案第218号 副町長の選任につき同意を求

めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
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  このたび、現副町長であります小貫忠男氏が６月30日をもちまして任期満了となりますの

で、再任いたしたく地方自治法第162条の規定により議会の同意をいただきたく提案するも

のであります。 

  小貫氏につきましては、副町長として平成26年７月から４年間、私の目指す町づくりのよ

き理解者としてご尽力をいただいてまいりました。 

  今後も本町の町づくりの実現のために積極的に取り組んでいただけるものと確信をしてい

るところであり、副町長として最適任者と考えておりますので、議会の皆様の同意をお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、再任でありますので、意見及び質疑、討論を省略し、直ちに採決を行い

ます。 

  お諮りいたします。 

  議案第218号 副町長の選任につき同意を求めることについての件は、これに同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、副町長の選任につき同意を求めることについての件は、これに同意すること

に決しました。 

  ここで、退席者の入場を求めます。 

〔副町長 小貫忠男君 入場〕 

○議長（渡辺定己君） 暫時休議いたします。 

休議 午前１０時４０分 

 

開議 午前１０時４３分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（渡辺定己君） ただいま意見書案１件が提出されました。 

  所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。 

  お諮りいたします。 

  本案１件を日程に追加し、日程第９として議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 



－84－ 

  したがって、本案１件を日程に追加し、日程第９として議題とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第９、意見書案第14号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の

継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書（案）を議題といたします。 

  提出者から趣旨説明を求めます。 

  11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 報告いたします。 

  平成30年６月12日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。提出者、鏡石町議会議員、木原秀男。

賛成者、鏡石町議会議員、長田守弘。賛成者、鏡石町議会議員、古川文雄。 

  国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求める

意見書（案）。 

  上記の意見書を別紙のとおり所定の賛成者とともに連署して提出いたします。 

  意見書案第14号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な

就学支援を求める意見書（案）。 

  東日本大震災から７年が経過しました。平成23年度に創設された「被災児童生徒就学支援

等臨時特例交付金」は、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」となり４年目を迎えました。

被災した子どもたちには、学校で学ぶための極めて有効な支援事業として機能いたします。 

  この事業を通して、幼稚園児の就園支援、小中学生に対する学用品等の援助や通学支援

（スクールバス運行による通学手段の確保にかかる経費を含む）、高校生に対する奨学金支

援、特別支援学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学校の

授業料減免などが実施されています。学校現場からも事業の継続を強く望む声が届いており

ます。 

  まとめます。 

  １、東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を保障す

るため、平成31年度以降も、全額国庫で支援する「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、

十分な就学支援に必要な予算確保を行うこと。 

  平成30年６月12日。 

  復興大臣、吉野正芳様、文部科学大臣、林芳正様、総務大臣、野田聖子様、財務大臣、麻

生太郎様。 

  鏡石町議会。 

  以上、報告いたします。 
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○議長（渡辺定己君） これをもって趣旨説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これより採決を行います。 

  意見書案第14号 国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な

就学支援を求める意見書（案）の件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉議の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（渡辺定己君） ここで、招集者から閉会に当たり挨拶があります。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  第12回鏡石町定例議会において提案いたしました議案につきまして、慎重にご審議をいた

だき、いずれも原案どおり議決、承認、同意を賜り、まことにありがとうございました。厚

く御礼を申し上げます。 

  なお、会期中、議員各位から賜りましたご高見等につきましては、十分にこれを尊重し、

対応いたしまして、町政執行に努めてまいりたいと考えております。 

  今後とも、議員の皆様におかれましては、町政進展のため一層のご活躍を切にご祈念申し
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上げる次第であります。 

  これから暑さを迎え、体調を崩しやすい時期となりますが、くれぐれもご自愛いただき、

ますますご健勝にてご精励を賜りますようお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（渡辺定己君） これにて第12回鏡石町議会定例会を閉会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

閉会 午前１０時５０分 
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